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「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」

四
〇

（
四
〇
）

「
横
田
喜
三
郎
コ

　
　
最
高
裁
判
所

　
ー
　
ト
　
こ

　
　
　
　
　
　
壱

裁
判
官

お
け
る

の
司
法
行
動
」

大

沢

秀

介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
　
i
政
治
的
、
社
会
的
勢
力
と
し
て
の
最
高
裁
判
所
、
そ
し
て
偉
大
な
判
事
た
ち
の
集
合
体
と
し
て
の
最
高
裁
判
所
は
、
永
い
間
に
わ
た
つ
て
、
学
問
的
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
査
に
お
い
て
は
一
つ
の
問
題
で
あ
つ
た
。
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
3
駐
o
ρ
ω
ロ
鴇
山
R

最
近
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
裁
判
所
や
裁
判
官
の
行
動
を
政
治
学
的
な
観
点
か
ら
、
行
動
科
学
的
手
法
を
用
い
て
、
計
量
的
に
処
理
・
分
析

し
よ
う
と
す
る
司
法
行
動
論
者
（
甘
島
。
芭
ω
①
富
≦
。
器
け
）
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。

　
司
法
行
動
論
の
研
究
は
、
一
九
四
八
年
に
出
版
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
公
法
学
者
ハ
ー
マ
ン
・
プ
リ
チ
ェ
ッ
ト
（
閑
き
き
℃
馨
畠
①
ε
の
著
書



『
壽
沁
8
亀
ミ
鳶
O
ミ
ミ
を
も
つ
て
そ
の
最
初
の
業
績
と
す
る
。
プ
リ
チ
ェ
ッ
ト
は
、
こ
の
著
書
の
中
で
、
　
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
政
策
を

め
ぐ
る
ヒ
ュ
ー
ズ
・
コ
ー
ト
と
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
と
の
対
立
の
末
に
誕
生
し
た
、
い
わ
ゆ
る
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
・
コ
ー
ト
時
代
を
中
心
と

す
る
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
中
、
全
員
一
致
で
は
な
い
判
決
の
中
に
現
わ
れ
た
各
裁
判
官
の
結
び
つ
き
を
、
ブ
・
ッ
ク
・
ア
ナ
リ
シ

ス
（
鯉
8
》
壁
ξ
器
）
を
用
い
て
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
当
時
の
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
下
さ
れ
た
判
決
は
、
そ
の
多
く
が
リ
ベ
ラ
ル
派
の

裁
判
官
と
保
守
派
の
裁
判
官
の
意
見
の
対
立
と
い
う
図
式
に
よ
つ
て
説
明
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
プ
リ
チ
ェ
ッ
ト
は
、

ボ
ッ
ク
ス
・
ス
コ
ア
　
（
b
爵
留
。
量
　
を
用
い
て
、
市
民
的
自
由
や
外
国
人
に
対
す
る
政
府
活
動
等
の
事
件
に
お
け
る
各
裁
判
官
の
判
決
傾
向
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
、
各
裁
判
官
が
も
つ
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
態
度
の
判
決
に
与
え
る
影
響
力
の
重
要
性
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
プ
リ
チ
ェ
ッ
ト
の
研
究
を
、
わ
れ
わ
れ
が
司
法
行
動
論
の
先
駆
的
業
績
と
し
て
評
価
す
る
の
は
、
こ
の
研
究
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
三
つ

の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
の
特
徴
は
、
司
法
部
を
公
共
政
策
上
の
重
要
な
間
題
に
関
し
て
、
賛
否
を
決
定
す
る
一
種

の
立
法
部
で
あ
る
と
仮
定
し
た
上
で
、
そ
の
政
策
決
定
に
携
わ
る
人
々
の
結
び
つ
き
や
各
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
対
す
る
態
度
を
分
析
し
た
こ

と
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
分
析
手
段
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
記
述
的
説
明
が
中
心
で
あ
つ
た
司
法
過
程
や
裁
判
官
研
究
の
分
野
に
お
い
て
、
初

め
て
ブ
・
ッ
ク
・
ア
ナ
リ
シ
ス
や
ボ
ッ
ク
ス
・
ス
コ
ア
と
い
う
、
基
礎
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
多
量
の
デ
ー
タ
に
基
づ
く
計
量
的
分
析
方
法
を

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

用
い
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
特
徴
は
、
裁
判
官
に
よ
つ
て
下
さ
れ
た
判
決
の
意
味
を
考
察
す
る
に
あ
た
つ
て
、
従
来
の
よ
う
に
判
決
上
の
文
言

に
基
づ
い
て
そ
の
判
決
の
持
つ
意
味
を
把
握
し
よ
う
と
せ
ず
に
、
一
つ
の
判
決
よ
り
も
そ
の
判
決
を
下
し
た
裁
判
官
の
行
動
・
態
度
を
他
の
多
く

の
判
決
と
の
関
連
性
の
中
か
ら
、
一
定
の
規
則
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
抽
出
し
、
そ
の
裁
判
官
の
行
動
と
態
度
と
の
関
連
に
お
い
て
、
判
決
は
ど

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
注
目
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
は
、
今
日
の
司
法
行
動
論
の
基
礎
的
条
件
で
あ
る
司
法
部
に
対
す
る
政
治
学
的
観
点
、
計
量
的
分
析
の
手
法
、
裁
判
官

の
行
動
へ
の
着
目
、
の
三
つ
の
点
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
今
日
の
司
法
行
動
論
の
基
礎
を
完
成
さ
せ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
四
一
）



「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」

四
二

（
四
二
）

る
。　

も
つ
と
も
司
法
行
動
論
の
第
一
の
条
件
で
あ
る
司
法
部
に
対
す
る
政
治
学
的
観
点
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
の
間
に
あ
つ
て
は
、

す
で
に
以
前
か
ら
広
く
共
通
の
認
識
と
な
つ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な
政
治
学
者
デ
ビ
ッ
ト
・
ト
ル
ー
マ
ン
（
U
雲
箆
ω
・

↓
旨
ヨ
弩
）
は
、
そ
の
著
書
S
書
O
ミ
ミ
§
ミ
馬
ミ
ミ
、
＼
8
鳴
鴇
の
中
で
、
「
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
が
始
ま
つ
て
以
来
、
司
法
部
は
政
策
と
権
力
を
め
ぐ

る
闘
争
と
関
係
し
て
き
た
。
司
法
部
の
も
つ
諸
権
力
は
大
ぎ
く
、
そ
し
て
そ
の
裁
量
権
は
広
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
司
法
部
は
明
ら
か
に
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

政
府
機
関
と
同
様
に
、
対
立
す
る
諸
利
益
を
め
ぐ
る
流
れ
の
一
部
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
司
法
部
を
ア
メ
リ
カ
の
政
治
過
程
の
一
部
を
構
成
す
る

も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
し
、
同
じ
く
政
治
学
者
の
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ル
（
園
3
豊
9
9
も
、
ア
メ
リ
カ
の
司
法
部
、
と
く
に
連
邦
最
高
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

判
所
の
果
た
す
政
治
的
役
割
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
関
連
で
論
じ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
政
治
学
者
の
司
法
部
に
対
す
る
認
識
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
の
司
法
部
、
と
く
に
連
邦
最
高
裁
判
所
が
過
去
の
時
代
に
お
い
て

有
し
た
政
治
的
・
社
会
的
重
要
性
や
そ
の
影
響
力
と
非
常
な
関
連
性
を
持
つ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
八
〇
三
年
に
初
め
て
違
憲
立
法
審
査
権
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

使
し
た
マ
ー
ベ
リ
i
対
マ
デ
ィ
ソ
ン
事
件
（
竃
震
ゴ
q
ダ
竃
豊
ぎ
昌
）
や
南
北
戦
争
の
一
つ
の
契
機
を
形
作
つ
た
と
い
わ
れ
る
ド
レ
ッ
ド
・
ス
コ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ト
事
件
（
ω
8
詳
～
ω
き
象
。
邑
か
ら
、
最
近
で
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
コ
ー
ト
と
い
わ
れ
る
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
が
下
し
た
諸
判
決
に
い
た
る
ま
で
、

そ
の
判
決
が
下
さ
れ
た
背
景
の
中
に
占
め
る
政
治
的
要
因
の
重
要
性
は
、
し
ば
し
ば
多
く
の
学
者
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
政
治
法

学
（
零
一
庄
。
巴
甘
冨
鷺
＆
魯
8
）
を
提
唱
し
た
政
治
学
者
マ
ー
チ
ン
・
シ
ャ
ピ
・
（
竃
畦
浮
望
碧
ぎ
）
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
政
治
的
闘
争

と
無
縁
の
政
治
的
に
中
立
の
性
格
を
持
つ
た
機
関
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
法
律
家
に
と
つ
て
の
夢
あ
る
い
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に
す
ぎ
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

攻
撃
し
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
背
景
を
抜
ぎ
に
し
て
は
理
解
し
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
第
二
の
条
件
で
あ
る
裁
判
官
の
行
動
へ
の
着
目
に
つ
い
て
も
、
一
九
三
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
に
勃
興
し
た
法
リ
ア
リ
ズ
ム
運
動
が
す
で
に

そ
の
視
座
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
を
み
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
法
リ
ア
リ
ズ
ム
（
■
紹
巴
寄
呂
誓
）
運
動
と
は
法
の
科
学
化
を
主
張
す
る



運
動
で
あ
り
、
ホ
ー
ム
ズ
（
○
牙
雪
奎
浮
ぎ
Φ
の
）
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
法
学
や
パ
ウ
ン
ド
（
園
。
零
8
評
琶
α
）
の
社
会
学
的
法
学
の
影
響
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

下
に
フ
ラ
ン
ク
（
甘
容
ヨ
。
国
、
声
爵
）
や
ル
ウ
ェ
リ
ン
（
囚
畳
口
≦
亀
巻
）
ら
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
運
動
で
あ
る
。
そ
の
運
動
を
推
進
し
た

人
々
の
間
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
態
度
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
点
は
、
彼
ら
が
法
規
懐
疑
主
義
（
国
巳
。
ー

ω
ざ
讐
一
誓
）
の
立
場
か
ら
、
裁
判
に
お
い
て
下
さ
れ
る
判
決
の
多
く
は
、
法
規
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二

点
は
、
法
を
現
実
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
裁
判
官
の
行
動
を
対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
行
動
の
記
述
（
∪
窃
＆
冨
8
）
、
説
明
（
国
砦
寧

葛
江
目
）
、
予
測
（
零
Φ
象
＆
畠
）
こ
そ
学
間
上
の
主
題
と
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
第
三
点
は
、
第
一
、
第
二
の
立
場
か
ら
当
然
に
導

ぎ
出
さ
れ
る
究
極
的
な
主
張
と
し
て
の
法
の
再
定
義
の
要
請
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
に
お
い
て
判
決
を
決
定
す
る
も
の
が
法
規
で
は
な
く
、

裁
判
官
の
行
動
で
あ
る
以
上
、
法
は
裁
判
官
の
行
動
に
関
す
る
予
測
仮
説
（
零
＆
＆
8
国
唱
・
爵
鐘
の
）
と
し
て
再
定
義
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る

　
　
　
（
1
0
）

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
法
リ
ア
リ
ス
ト
達
の
法
に
対
す
る
見
方
は
、
今
日
司
法
行
動
論
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
間
に
お
い
て
は
．
共
通
す
る
認
識
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

司
法
行
動
論
者
は
、
「
明
ら
か
に
司
法
行
為
（
冒
＆
9
巴
9
注
8
什
）
の
説
明
と
し
て
の
法
規
に
幻
滅
し
」
、
「
裁
判
官
の
下
す
判
決
と
い
う
一
種
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

投
票
行
動
の
計
量
的
分
析
に
よ
つ
て
法
と
い
う
も
の
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
プ
リ
チ
ェ
ッ
ト
の
研
究
は
、
そ
の
実
質
的
内
容
に
お
い
て
は
、
司
法
行
動
論
的
ア
プ
・
ー
チ
を
採
り
入
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
プ

リ
チ
ェ
ッ
ト
自
身
の
そ
の
後
の
研
究
は
、
司
法
行
動
論
的
立
場
を
深
化
す
る
と
い
う
方
向
を
と
ら
ず
、
徐
々
に
伝
統
的
な
法
解
釈
学
へ
と
復
帰
し

　
　
　
（
1
3
）

て
い
つ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
彼
の
公
法
学
者
と
し
て
の
問
題
関
心
か
ら
生
じ
る
学
間
的
志
向
の
相
違
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
第
二
に
彼
の
時
代
に
あ
つ
て
は
、
現
在
の
司
法
行
動
論
の
第
三
の
基
本
的
条
件
で
あ
る
計
量
的
分
析
手
法
が
少
く
と
も
社
会
科
学
の
分
野

に
お
い
て
、
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
法
行
動
論
に
お
け
る
計
量
的
分
析
手
法
の
発
展
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ア
♂
リ
カ
を
中
心
と
し
て
発
達
し
た
「
人
間
行
動
に
関
し
て
経
験
的
な
一
般
理
論
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
」

　
　
　
　
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
四
三
）



　
　
　
丹
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
げ
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
（
四
匹
）

行
動
科
学
の
進
展
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
司
法
行
動
論
が
そ
の
分
析
手
法
を
行
動
科
学
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
今
日

司
法
行
動
論
が
用
い
る
尺
度
分
析
（
ω
。
巴
Φ
》
葛
一
誘
芭
や
ゲ
ー
ム
理
論
（
9
日
①
望
8
q
）
や
小
集
団
理
論
（
ω
目
匙
9
。
唇
曽
8
蔓
）
は
、
行

動
科
学
の
代
表
的
な
分
析
手
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
プ
リ
チ
ェ
ッ
ト
の
時
代
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
行
動
科
学
は
、
未
だ
利
用
で
き
る
範

囲
に
は
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
行
動
科
学
の
発
達
と
表
裏
一
体
を
な
し
、
そ
の
発
達
を
基
礎
づ
け
た
と
も
い
え
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
も
研
究

途
上
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
プ
リ
チ
ェ
ッ
ト
は
、
司
法
行
動
論
の
先
駆
的
業
績
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
研
究
を
更

に
一
歩
進
め
る
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
の
主
た
る
関
心
を
伝
統
的
な
法
解
釈
学
の
分
野
へ
と
振
り
向
け
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
司
法
行
動
論
ボ
、
華
々
し
く
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
末
に
行
動
科
学
的
分

析
手
法
に
関
す
る
訓
練
を
受
け
た
グ
レ
ン
ド
ン
・
シ
ュ
し
ハ
ー
ト
（
O
一
①
包
8
ω
。
ビ
げ
Φ
旨
）
が
出
現
し
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ
ー
バ
ー
ト

は
、
今
目
の
司
法
行
動
論
者
の
中
に
あ
つ
て
、
「
そ
の
実
質
的
創
始
者
で
あ
り
、
そ
し
て
最
も
卓
越
し
た
、
か
つ
最
も
多
く
の
業
績
を
生
み
出
し

　
　
　
　
　
（
1
5
）

た
学
者
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
各
州
お
よ
び
連
邦
の
最
高
裁
判
所
か
ら
下
さ
れ
る
多
量
の
判
決
を
デ
ー
タ
と
し
て
、
判
決
に
加
わ

つ
た
各
裁
判
官
の
行
動
を
一
種
の
投
票
行
動
と
仮
定
し
、
そ
の
投
票
行
動
を
規
定
す
る
要
因
の
調
査
・
分
析
を
行
な
つ
た
。
そ
れ
ら
の
調
査
・
分

析
の
中
で
、
彼
は
尺
度
分
析
・
ゲ
ー
ム
理
論
・
ブ
ロ
ッ
ク
分
析
・
因
子
分
析
な
ど
の
多
彩
な
分
析
手
法
を
用
い
、
今
目
司
法
行
動
論
者
と
呼
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

る
人
々
に
多
く
の
影
響
を
与
え
、
そ
の
「
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
統
計
技
術
を
駆
使
す
る
」
方
法
は
、
司
法
行
動
論
者
内
部
に
一
つ
の
学
派
を
形
成

し
た
と
さ
え
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
シ
ュ
ー
バ
ー
ト
が
残
し
た
業
績
の
中
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
は
つ
き
り
と
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
シ
ュ
ー
バ
ー
ト
の
司
法
行

動
論
に
取
り
組
む
態
度
で
あ
る
。
シ
ュ
ー
バ
ー
ト
は
、
裁
判
所
を
一
種
の
政
策
決
定
機
関
で
あ
る
と
み
な
し
、
あ
る
特
定
の
争
点
に
対
す
る
一
群

の
判
決
を
も
つ
て
、
そ
の
政
策
で
あ
る
と
し
、
そ
の
政
策
決
定
に
お
け
る
各
裁
判
官
の
行
動
を
研
究
す
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
こ
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
フ
レ
ッ
ド
・
コ
ー
ト
（
マ
9
内
・
邑
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
特
定
の
事
件
に
下
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
判
決
の
予
測
を
す
る
と
い
う
こ
と



は
、
第
二
義
的
な
も
の
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
予
測
は
、
そ
れ
自
体
目
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
理
論
の
検
証
の
必
要
な
側
面
で
あ
り
、

司
法
行
動
に
お
け
る
科
学
的
研
究
の
目
標
は
、
理
論
的
知
識
で
あ
つ
て
、
ど
れ
か
特
定
事
件
の
判
決
が
ど
う
な
る
か
を
予
測
で
き
れ
ば
よ
い
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。
個
々
の
事
件
の
結
果
は
、
最
高
裁
自
体
に
と
つ
て
も
研
究
者
の
関
心
に
と
つ
て
も
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
個
々

の
判
決
に
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
相
当
期
間
に
わ
た
り
多
数
の
事
件
に
お
け
る
い
く
人
か
の
裁
判
官
の
判
決
の
総
デ
ー
タ
に
一
番
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

く
認
め
ら
れ
る
画
一
性
に
意
義
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ー
バ
ー
ト
の
態
度
は
、
今
日
司
法
行
動
論
の
立
場
に
拠
る
者
に
と
つ
て
、
そ
の
基
本
的
前
提
と
し
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
裁
判
所
、
と
く
に
最
高
裁
判
所
の
政
策
決
定
機
関
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
認
識
し
た
上
で
、
裁
判
官
の
行
動
を
分
析
す
る
こ
と
に
こ

そ
、
実
は
司
法
行
動
論
に
特
徴
的
な
視
点
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
判
決
の
予
測
と
い
う
場
合
に
お
い
て
、
F
・
コ
ー
ト
ら
に
代
表

さ
れ
る
人
々
が
、
判
決
を
下
す
裁
判
官
の
行
動
に
考
慮
を
払
う
こ
と
な
く
、
そ
の
予
測
の
資
料
と
し
て
判
決
文
に
の
み
依
存
し
、
あ
る
共
通
の
特

徴
を
有
す
る
事
件
に
関
連
す
る
判
決
文
の
中
か
ら
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
事
件
を
構
成
す
る
要
素
と
判
決
と
の
関
連
を
考
え
、
判
決
を
予
測
す
る
と

い
う
態
度
は
、
そ
の
方
向
が
か
つ
て
司
法
行
動
論
が
訣
別
し
た
は
ず
の
分
析
法
学
の
立
場
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
シ
ュ
！
バ
ー
ト
の

批
判
は
正
鵠
を
得
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
司
法
行
動
論
の
展
開
は
、
決
し
て
日
本
の
現
実
を
考
え
る
に
あ
た
つ
て
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
。
近
年
、
日

本
に
お
い
て
も
、
最
高
裁
判
所
の
判
決
や
行
動
が
及
ぼ
す
影
響
力
に
対
す
る
関
心
は
高
い
。
そ
れ
は
、
戦
後
の
司
法
改
革
に
伴
つ
て
、
最
高
裁
判

所
を
頂
点
と
す
る
裁
判
所
に
違
憲
立
法
審
査
権
と
い
う
戦
前
の
大
審
院
時
代
に
は
予
想
も
で
き
な
か
つ
た
政
治
的
性
格
を
有
す
る
権
限
が
賦
与
さ

れ
た
と
い
う
事
実
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
今
日
の
日
本
が
到
達
し
た
と
い
わ
れ
る
脱
工
業
化
社
会
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
価
値
観
の
多
様
化
、
高
学

歴
化
、
マ
ス
・
コ
、
・
・
の
発
達
に
伴
う
利
害
関
係
の
表
出
に
よ
る
紛
争
の
多
発
化
が
、
国
民
の
中
に
ア
メ
リ
カ
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
立
法
的
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

は
行
政
的
措
置
を
求
め
て
う
ま
く
い
か
な
か
つ
た
者
が
、
自
分
に
有
利
な
結
論
を
得
る
た
め
の
別
の
途
」
と
し
て
、
裁
判
所
を
利
用
し
よ
う
と
す

　
　
　
　
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
四
五
）



　
　
　
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
四
六
）

る
態
度
を
生
ぜ
し
め
た
こ
と
に
よ
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
裁
判
所
、
と
く
に
最
高
裁
判
所
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
に
反
し
て
、

そ
の
実
態
に
対
す
る
認
識
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
今
目
ま
で
日
本
の
法
律
学
者
、
と
く
に
法
社
会
学
者
達
が
、
裁
判
所
と
く
に
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
行
動
に
対
し
て
注
意
を
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

つ
て
こ
な
か
つ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
業
績
は
そ
れ
ぞ
れ
が
有
す
る
数
多
く
の
示
唆
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
司
法
行

動
論
の
立
場
か
ら
検
討
す
る
時
、
な
お
い
く
つ
か
の
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
主
と
し
て
、
司
法
制
度
や
司
法
行
政
な
ど
を
対

象
と
す
る
制
度
面
に
着
目
し
た
記
述
的
説
明
に
終
始
し
、
最
高
裁
判
所
内
部
で
の
裁
判
官
の
行
動
を
実
証
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
あ

ま
り
力
が
注
が
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
司
法
行
動
論
ア
プ
ロ
ー
チ
に
示
唆
を
え
て
、
目
本
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
司
法
行
動
を
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト

の
時
代
を
対
象
と
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
意
図
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
対
し
て
従
来
の
視
点
と
は
異
な
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
接
近

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。

二
　
新
聞
論
調
に
み
る
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト

1
世
論
と
い
う
も
の
は
、
立
法
者
や
選
挙
で
選
ば
れ
た
政
治
家
に
と
つ
て
は
、
半
神
人
で
あ
る
が
、

裁
判
官
に
と
つ
て
は
、
「
銅
像
」

　
　
団
①
旨
o
旨
冒
8
げ
（
高
桑

　
　
　
（
1
）

で
し
か
な
い
。
ー

昭
訳
）

　
著
名
な
国
際
法
学
者
横
田
喜
三
郎
を
長
官
と
す
る
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
」
が
最
高
裁
判
所
に
誕
生
し
た
の
は
昭
和
三
五
年
一
〇
月
二
五
日
で

あ
つ
た
。
以
後
昭
和
四
一
年
八
月
五
日
ま
で
六
年
間
に
わ
た
り
、
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
は
日
本
の
司
法
部
の
頂
点
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
つ
た

が
、
そ
の
道
は
必
ず
し
も
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
時
代
的
に
も
、
六
〇
年
安
保
の
影
響
が
依
然
く
す
ぶ
る
反
面
、
岸
内
閣
に
代
わ
る
池
田



内
閣
の
高
度
経
済
成
長
政
策
は
、
日
本
に
経
済
的
繁
栄
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
い
わ
ぽ
、
政
治
的
、
経
済
的
に
一
種
の
端
境
期
と
も
い
う
べ
き
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
（
3
）

期
で
あ
つ
た
。
最
高
裁
判
所
に
関
し
て
も
、
前
任
者
の
田
中
耕
太
郎
コ
ー
ト
の
時
代
に
下
さ
れ
た
砂
川
事
件
、
松
川
事
件
と
い
う
政
治
色
の
濃
い

問
題
に
対
す
る
判
決
に
対
し
、
そ
の
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
の
疑
義
が
一
部
の
マ
ス
コ
ミ
に
よ
つ
て
提
起
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
は
一
般
に
ど
の
よ
う
な
問
題
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
迎
え
ら
れ
た
か

を
、
ま
ず
朝
日
新
聞
、
毎
目
新
聞
、
読
売
新
聞
の
三
大
紙
の
社
説
を
も
と
に
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
新
聞
の
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に

対
す
る
論
調
は
、
つ
ぎ
の
二
点
に
集
約
で
き
る
。
第
一
点
は
、
司
法
行
政
面
で
の
改
善
を
せ
よ
と
い
う
希
望
、
期
待
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
法
廷

秩
序
維
持
の
間
題
な
ど
、
当
面
の
課
題
は
な
お
多
い
が
、
”
お
く
れ
た
裁
判
”
の
改
革
こ
そ
第
一
義
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
新
長
官
は
、
ま
ず
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
課
題
と
と
り
組
み
、
改
革
に
勇
断
を
下
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
す
な
わ
ち
、
「
司
法
行
政
の
当
面
す
る
課
題
と
し
て
は
、
ま
ず
一
審
裁
判
の
強
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
、
最
高
裁
機
構
の
改
革
と
い
う
、
ま
こ
と
に
む
ず
か
し
い
案
件
が
投
げ
だ
さ
れ
て
い
る
。
」
し
た
が
つ
て
、
そ
の
案
件
の
解
決
の
た
め
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
司
法
行
政
面
で
の
改
善
に
対
す
る
希
望
、
期
待
は
、
「
昭
和
二
五
年
か
ら
二
六
年
に
か

け
て
最
高
裁
判
所
の
未
済
事
件
が
七
千
件
を
突
破
す
る
と
い
う
状
態
に
な
り
、
二
七
年
末
に
は
七
、
三
〇
八
件
を
数
え
、
審
理
期
間
も
か
な
り
長

（
6
）

い
」
も
の
に
な
つ
て
以
来
、
つ
ね
に
最
高
裁
判
所
に
寄
せ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
時
代
に
お
い
て
も
議
論
の
的
と
な
つ

て
い
た
。
実
際
、
訴
訟
遅
延
の
問
題
は
、
昭
和
三
七
年
五
月
一
一
日
に
は
、
内
閣
に
臨
時
司
法
制
度
調
査
会
が
設
置
さ
れ
、
論
議
さ
れ
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

な
つ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

　
新
聞
論
調
に
み
ら
れ
る
第
二
の
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
点
は
、
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
が
い
か
な
る
判
決
を
下
す
か
、
す
な
わ
ち
裁
判
実
務
面
へ

の
不
安
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
砂
川
事
件
、
松
川
事
件
と
続
け
て
政
治
色
の
濃
い
問
題
に
判
断
を
下
し
た
田
中
耕
太
郎
コ
ー
ト
の
後
を
受
け
て
成

立
し
た
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
い
て
、
当
然
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
つ
た
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
新
聞
の
論
調
は
、
そ
の
点
を
は
つ
き

り
と
示
し
て
い
る
。
「
（
長
官
選
考
に
あ
た
つ
て
は
）
憲
法
の
解
釈
を
争
点
と
す
る
社
会
紛
争
の
多
く
が
最
高
裁
へ
持
ち
こ
ま
れ
、
最
高
裁
の
動
向
に

　
　
　
　
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
四
七
）



　
　
　
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
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八
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（
8
）

は
、
国
民
一
般
が
特
に
強
い
関
心
を
持
つ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
」
、
「
社
会
が
複
雑
に
な
る
に
し
た
が
つ
て
、
事
件
に
も
ま
す
ま

す
政
治
的
な
問
題
が
か
ら
む
傾
向
が
強
く
な
り
、
裁
判
が
政
治
的
に
批
判
さ
れ
る
懸
念
は
一
層
強
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
一
般
の
国
民
と

し
て
は
、
社
会
関
係
が
複
雑
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
司
法
権
の
公
正
さ
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
ず
、
何
も
の
に
も
動
か
さ
れ
な
い
司
法
権
の
独
立
確

　
　
　
　
　
　
（
9
）

保
を
必
要
と
す
る
。
」

　
こ
の
よ
う
な
世
論
の
中
で
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
重
要
な
判
決
を
下
し
て
い
つ
た
。
た
と
え
ば
、
政
治
的
な
も
の
に
関
し
て
い

え
ば
、
裁
判
所
の
法
令
審
査
権
は
、
国
会
に
お
け
る
法
律
制
定
の
議
事
手
続
の
適
否
に
は
及
ば
な
い
と
し
た
警
察
法
改
正
無
効
事
件
、
学
生
の
集

会
が
政
治
的
社
会
的
活
動
に
あ
た
る
と
き
は
大
学
の
学
問
の
自
由
と
自
治
を
享
有
し
な
い
と
し
た
東
大
ポ
ポ
p
事
件
、
あ
る
い
は
参
議
院
議
員
選

挙
地
方
区
の
有
権
者
と
議
員
定
数
の
不
均
衡
は
現
在
程
度
で
は
違
憲
と
は
い
え
な
い
と
し
た
判
決
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
政
治
的
な
問
題

以
外
に
も
、
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
が
下
し
た
判
決
で
注
目
を
引
い
た
も
の
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
人
権
問
題
に
関
し
て
は
、
第
三
者
に
対
し
告

知
・
弁
解
・
防
禦
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
没
収
す
る
こ
と
は
憲
法
三
十
一
条
、
二
十
九
条
に
違
反
す
る
と
い
う
判
決
が
あ
る
。
ま
た
社
会
労

働
関
係
に
関
し
て
は
、
三
公
社
五
現
業
の
職
員
に
対
す
る
争
議
行
為
の
禁
止
は
合
憲
で
こ
れ
に
違
反
す
る
行
為
に
も
労
組
法
一
条
二
項
の
適
用
が

あ
る
と
し
た
全
逓
中
郵
事
件
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
経
済
間
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
任
意
に
支
払
わ
れ
た
法
定
の
制
限
超
過
の
利
息
・
損
害
金
と
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

存
元
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
判
断
が
あ
つ
た
。

　
そ
の
結
果
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
最
高
裁
判
所
の
動
向
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
時
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

最
高
裁
判
所
は
政
治
間
題
に
つ
い
て
は
司
法
抑
制
主
義
を
と
り
、
政
治
か
ら
回
避
す
る
態
度
を
と
つ
た
と
い
う
よ
う
な
批
判
は
そ
の
一
例
で
あ
ろ

う
。
ま
た
昭
和
三
九
年
一
一
月
の
利
息
制
限
法
の
解
釈
は
、
そ
れ
ま
で
の
任
意
に
支
払
わ
れ
た
法
定
の
制
限
超
過
の
利
息
、
損
害
金
は
残
存
元
本

に
当
然
に
充
当
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
た
解
釈
を
覆
す
る
も
の
で
あ
づ
た
し
、
ま
た
昭
和
三
七
年
二
月
に
大
法
廷
で
下
さ
れ
た
関
税
法
違
反

事
件
の
判
決
は
日
本
の
最
高
裁
判
所
と
し
て
初
め
て
違
憲
立
法
審
査
権
を
行
使
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
ま
た
昭
和
三
五
年
一
〇
月



「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
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司
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四
九

（
四
九
）

氏　　名

表1　横田喜三郎コー一トにおける各裁判官　　（順不同）

学　　歴 前　職

①小谷　勝重

②下村　三郎

③下飯坂潤夫

④島 保

⑤斉藤　悠輔

⑥斉藤　朔郎

⑦五鬼上堅磐

⑧草鹿浅之介

⑨城戸　芳彦

⑩河村　大助

⑪河村　又介

⑫柏原　語六

⑬長部　謹吾

大正3年法大

法科卒

昭和2年東大

仏法科卒

大正7年東大

独法科卒

大正5年東大

法科卒

大正2年東大

独法科卒

大正13年東大

独法科卒

大正11年中大

専門部法科卒

大正14年京大

法科卒

大正13年目大

商科卒

大正8年日大

高等専科卒

大正8年東大

政治科卒

大正9年中大

法科卒

大正14年東大

独法科卒

弁護士

裁高
京
官

東
長

大阪高裁

長官

大審院

部長判事

大阪控訴

院検事長

参議院法

制局長

大阪高裁

長官

大阪高検

検事長

弁護士

弁護士

九大教授

弁護士

最高検次

長検事

取引所法の権威として知られた。

また大阪府知事選に保守党筋から

出馬を要請されたことがある。

戦前は司法省，戦後は最高裁で司

法行政に関与。最高裁判所事務総

長経験者の一人。

一貫して実務畑を歩いた。

ひたすら判決書を書き続けた典型

的な実務型裁判官。

尊属殺事件の補足意見で示した伝

統的道徳観は有名。

裁判官，官僚として法曹生活をす

ごす。

戦前は司法省，戦後は最高裁判所

事務総局というように司法行政畑

を歩く。

裁判官をへて検察官としての経歴

を持つ。

専門は著作権法。

弁護士生活が長く，進歩派と評価

される。

専門は憲法。最高裁判所成立時最

年少裁判官であつた。

r弁護士は正義を実現するサムラ

イの仕事」が口ぐせ。東京弁護士

会会長の経験がある。

検察官からの就任。



⑭奥野健一

⑮色川幸太郎

⑯入江　俊郎

⑰石田　和外

⑱石坂修一

⑲池田　　克

⑳高橋　　潔

⑳高木　常七

⑳田中　二郎

⑳垂水　克己

⑳藤田　八郎

⑳松田　二郎

⑳山田作之助

大正12年東大

法科卒

昭和2年東大

法科卒

大正13年東大

法科卒

昭和2年東大

政治科卒

大正8年東大

法科卒

大正六年東大

法科卒

大正10年東大

英法科卒

大正5年早大

英法科卒

大正4年東大

政治科卒

大正7年東大

独法科卒

大正6年東大

法科卒

大正14年東大

法科卒

大正9年東大

独法科卒

参議院

法制局長

弁護士

衆議院

法制局長

東京高裁

長官

大阪高裁

長官

大審院

次長検事

弁護士

名古屋

高裁長官

東大教授

大阪高裁

長官

大阪控訴

院長

大阪高裁

長官

弁護士

司法省の官瞭出身。理論派として

知られる。

労働問題が専門。戦前は小作争

議，労働争議で反体制弁護士とし

て鳴らした進歩派。

官僚出身。

司法省，最高裁判所で司法行政を

担当。後の第五代最高裁判所長

官。

松川事件の二審で有罪判決をした

鈴木禎二郎裁判官に激励の手紙を

送つたことがある。

真野毅氏によれば，「弁護士をし

たこともあるが・根は官僚。検事

出身で視野が狭い」という。

専門は特別にはない。他の裁判官

に同調する傾向が高いという評も

ある。

円満な常識人との評がある。

美濃部達吉博士の門下で行政法の

権威。東京の区長公選を提唱した

ことがある。

松川事件では有罪を主張する少

数派の理論的支柱として活躍し

た。

最高裁判所成立時の裁判官の一

人。家は大阪の財産家。進歩派と

評される。　　　　　　　　　　　　五
　　　　　　　　　　　　　　　　〇
昭和16年「株式会社法の基礎理論」

で学位をとつた学究派。行政的手

腕も定評がある。

裁判官から弁護士へ転じた。

　　　　　　　　　　　　　　　　横
　　　　　　　　　　　　　　　　里
　　　　　　　　　　　　　　　　骨

　　　　　　　　　　　　　　　　郎
　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　　　お
　　　　　　　　　　　　　　　　け
　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　　　　　　　　　　　　　最
　　　　　　　　　　　　　　　　高
　　　　　　　　　　　　　　　　裁
　　　　　　　　　　　　　　　　判
　　　　　　　　　　　　　　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　裁
　　　　　　　　　　　　　　　　判
　　　　　　　　　　　　　　　　官
　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　　　　　　　　司
　　　　　　　　　　　　　　　　法
　　　　　　　　　　　　　　　　行
　　　　　　　　　　　　　　　　動

　　　　　　　　　　　　　　　　（
　　　　　　　　　　　　　　　　五
　　　　　　　　　　　　　　　　〇
　　　　　　　　　　　　　　　　）



元大審院長横田秀雄の長男で法律

学者の吾妻光俊は実弟という法曹

一家。後の第4代長官。

最高裁判所で10年間の調査官生活

を送つた。

国際法の権威として，またケルゼ

ソのr純粋法学」の日本への紹介

者として知られる。

裁高
京
官

東
長

東京高裁

部長判事

東大教授

大正12年東大

独法科卒

大正14年東大

法科卒

大正11年東大

法科卒

⑳横田正俊

⑳岩田誠

⑳横田喜三郎

「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
』

に
下
さ
れ
た
、
第
三
者
に
対
し
告
知
・
弁
解
・
防
禦
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
没
収
す
る
こ
と
は
、
憲
法

二
十
九
条
（
財
産
権
の
保
障
）
と
憲
法
三
十
一
条
（
法
定
手
続
の
保
障
）
に
違
反
し
な
い
と
い
う
大
法
廷
判
決
を

覆
す
も
の
で
あ
つ
た
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
対
し
て
は
判
例
の
安
定
性
の
面
か
ら
批
判
が
加
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
新
聞
論
調
に
み
ら
れ
る
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
誕
生
当
時
の
状
況
と
そ
の
後
の
判
決
に
対
す

る
評
価
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
つ
ぎ
に
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
時
代
の
裁
判
官
の
司
法
行
動
を
み
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
よ
り
深
い
分
析
を
し
た
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
こ
の
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
時
代
の
裁
判
官

の
持
つ
社
会
的
背
景
あ
る
い
は
特
徴
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
時
代
に
最
高
裁
判
所
に
裁
判
官
と
し
て
在
任
し
た
人
は
、
合
計
二
八
名
に
上
る
。

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
定
員
数
一
五
名
の
約
二
倍
で
あ
る
。
そ
の
氏
名
、
経
歴
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
こ
で

は
、
人
事
興
信
録
を
主
な
資
料
と
し
さ
ら
に
当
時
の
朝
日
新
聞
お
よ
び
週
刊
朝
日
な
ど
を
用
い
て
作
つ
た
表

1
を
も
と
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
表
1
に
よ
れ
ば
、
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
裁
判
官
の
特
徴
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
出
身
職
業
別
に

み
る
と
、
弁
護
士
出
身
者
が
七
名
、
学
者
出
身
者
が
三
名
、
衆
議
院
法
制
局
長
な
ど
の
官
僚
出
身
者
が
三

名
、
検
察
官
出
身
者
が
四
名
、
裁
判
官
出
身
者
が
一
二
名
で
あ
る
。
裁
判
官
出
身
者
が
全
体
の
四
割
を
占

め
、
い
わ
ゆ
る
在
朝
法
曹
と
在
野
法
曹
と
の
対
比
で
は
、
在
朝
法
曹
が
過
半
数
を
ゆ
う
に
越
え
て
い
る
。
ま

た
学
歴
別
で
は
、
束
京
大
学
出
身
者
が
圧
倒
的
に
多
く
、
全
裁
判
官
二
九
人
中
二
三
人
を
占
め
て
い
る
。
私

立
大
学
出
身
者
は
五
名
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
さ
ら
に
分
析
し
て
、
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
（
五
一
）



表　2

ア　イ　テ　ム

①

出　　身　　地

②

出　身　大　学

③

生　年　月　日

④

専　門　分　野

⑤

前 職

⑥

宗 教

⑦

弁護士経験
⑧最高裁判所
　事務総局の経験

⑨

裁判官経験
⑩

官　僚経験

⑪親族の法曹

関係者の有無

カ　　テ　　ゴ　　リ　ー

L東京
2・東京を除く五大都市
3・その他の地方

1．東大法科卒
2．東大政治科卒

3・他の国立大卒

4。中大法科卒
5．他の私立大卒

1・明治20年～24年

2．明治25年～29年

3．明治30年～34年
4．明治35年以降

L民事法

2．刑事法

3・憲法，行政法

4．国際法

L弁護士

2．裁判官
3．検事

4．官僚

5．学者

L禅宗
2．浄土真宗

3．浄土宗

4．真言宗

5．キリスト教
6。神道

7．Don’t　know

1．経験あり

2．経験なし

L経験あり
2．経験なし

1．経験あり

2．経験なし

1．経験あり

2．経験なし

1．関係者あり

2関係者なし

3．D．K．

ウェイト・ベクトル

1
一4．3459
　21．7755

－6．9039

一6．0082
－10．0881

－31．3312

　17。6524

　35．1119

　23．6861

　4．0564
－1．2303
－16．7491

　15．2077

－18．1635

－3．0281
－4．0241

　33．8446

－11．6517

－20．6773

－4．7438
－0．0499

2．7067

5．6150

1。7356

33．3286

0．9248

1．9762

7．0787

　22．1435

－13．5321

一23．6373

　4．9244

＿9．9352
　12．2279

一15．9523

　9．7487

　17．4504

－11．5450

　10．8808

H
一4．5549
　7、0571
　0．6467

一〇．8576

　36．3195

－14．1612

－28．5127

－5．3691

一5．1785
　4．8801
－9．4240
　9．2073

一7．0164
－3．4575
　36．1864

　27．7032

一3．0584
－6．4544
－5．0891
－2．9797
　42．7194

一8．6706
　13．0059

－2．4366
－16．5151

　26．0581

－40．5103

－0．2685

一7．6129
－4．6523

一12．1756

　2．5365

一6．7853
　8．3512

一8．1216
　4．9632

一2．3716
　1．1969
　1．6842

横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
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16．1511
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の
裁
判
官
内
部
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
裁
判
官
を
区
分
す
る
い
く
つ
か
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
を
、
外
的
特
徴
や
社
会
的
属
性
を
み
る
こ
と
に
よ
つ
て

抽
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
質
的
諸
変
数
の
類
型
化
を
行
う
た
め
に
統
計
数
理
研
究
所
の
林
知
己
夫
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

つ
て
開
発
さ
れ
た
数
量
化
理
論
第
皿
類
を
用
い
た
。

　
数
量
化
理
論
第
皿
類
に
よ
る
分
析
の
た
め
に
、
ま
ず
社
会
的
属
性
の
項
目
と
し
て
は
、
出
身
地
、
出
身
大
学
、
生
年
月
日
、
専
門
分
野
、
前
職
、

宗
教
、
弁
護
士
経
験
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
験
、
裁
判
官
経
験
、
官
僚
経
験
、
親
族
中
に
お
け
る
法
曹
関
係
者
の
存
在
な
ど
の
九
項
目
を
と

り
あ
げ
た
。
各
項
目
に
含
ま
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
数
は
全
部
で
三
九
で
あ
る
（
表
2
）
。
そ
し
て
こ
の
ア
イ
テ
ム
・
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
い
て
、
第
三

根
ま
で
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
し
た
。

　
さ
て
、
こ
の
三
つ
の
軸
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
わ
す
意
味
に
つ
い
て
解
釈
を
試
み
る
と
、
ま
ず
第
－
軸
と
し
て
析
出
さ
れ
た
も
の
は
、
前
職
・
専
門

分
野
の
軸
と
考
え
て
い
い
。
す
な
わ
ち
、
弁
護
士
出
身
で
民
事
専
門
の
人
々
と
、
検
事
出
身
で
刑
事
専
門
の
人
々
が
軸
の
対
極
的
位
置
に
分
布
し

て
い
る
（
表
3
）
。
第
五
軸
は
、
第
－
軸
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
が
、
プ
ラ
ス
の
極
の
方
に
学
者
、
東
大
政
治
学
科
卒
、
憲
法
専
門
、
国
際
法
専
門
、

マ
イ
ナ
ス
の
極
の
方
に
中
大
法
律
学
科
卒
、
東
大
以
外
の
他
の
国
立
大
卒
、
総
局
経
験
あ
り
、
裁
判
官
の
経
験
あ
り
な
ど
が
分
布
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
出
身
校
、
学
者
と
官
僚
を
わ
け
る
軸
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
表
4
）
。

　
そ
こ
で
第
－
軸
と
第
豆
軸
を
組
み
合
わ
せ
て
、
各
項
目
の
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
み
る
と
三
つ
の
大
き
な
パ
タ
ー
ン
に
わ

け
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
1
の
グ
ル
ー
プ
は
、
出
身
は
東
大
政
治
学
科
、
専
門
は
憲
法
、
国
際
法
、
前
職
は
学
者
と
い
つ
た
パ
タ
ー
ン
で

あ
り
、
第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
出
身
は
東
大
法
律
学
科
と
東
大
以
外
の
国
立
大
学
、
専
門
は
刑
事
、
前
職
は
検
事
、
裁
判
官
出
身
と
い
つ
た
パ
タ

ン
ー
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
グ
ル
ー
プ
は
出
身
が
中
大
そ
の
他
の
私
立
大
学
、
専
門
は
民
事
、
前
職
は
弁
護
士
と
い
つ
た
パ
タ
ー
ン
で
あ
る

（
表
5
）
。

　
第
三
の
軸
は
、
プ
ラ
ス
の
方
に
神
道
、
真
言
宗
、
マ
イ
ナ
ス
の
方
に
浄
土
宗
が
あ
り
、
宗
教
に
関
す
る
軸
で
あ
る
（
表
6
）
。
と
こ
ろ
で
、
一
般

　
　
　
　
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
五
三
）
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表　3
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）
　
　
●
5
8
3

3
　
．
3

（
Q
J
（

　
　

類
宗

立
出

私
士
言

の
護

他
弁
真

F
D
噌
⊥
4

一
一
一

ウ
ヨ
ら
　

＝
＼

！3－1明塗20年～24年（23・7）
〆7－1弁護士経験あり（22．1）
←一1－2五大都市出身（21．8）

〆2－4中大法科卒（17．7）

惣二1麗係難1翻
穐二羅喜灘お．ll2・2）
＼10－2官僚経験なし（9．7）

！！11－2関係者なし（一1L5）

・一5－2裁判官出身（一11．7）
k7－2弁護士経験なし（一13．5）
k10－1官僚経験あり（一16。0）

受二群羅魅翻
美H検事出身（一2・・7）
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局
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ト
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年
　
　
出
出
科
方
n
経
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羅
禅
難
繍
憲
黙
磯
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1
6
3
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3
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3
7
1
2

一
一
一
一
一
網
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

6
8
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6
6
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6
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横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」

五
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五
四
）



6－7神　　　道
　　　　　　（一40．5）

●

一50

一60

　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ヤ
ノ
　
ラ
ラ
き
ミ
ノ
き
ラ
ラ
　
ラ
ラ
ラ
ラ
　

）
。
5
）
）
）
』
3
3
』
9
ゆ
』
渇
6
つ
1
3
4
。

8
0
6
1
6
4

8
2
6
1
6
0
0
え
2
翫
3
4
4
生
5
臥
ε
6
6
乳
乳
8
。
亀
乳

引
（
L
L
軌
一
麟
繭
一
一
【
一
一
一
二
一
一
一
一
一
二
一

（
　
　
（
〆
セ
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
2

　
り

年
あ
　
し
身
K
卒
し
宗
身
身
法
身
し
身
年
　
　
り
法
り
り
宗
年

嚢
静
科
な
出
出
出
職
大
身
畿
鷺

構
攣
麟
土
僚
靴
事
京
羅
鰻
事
灘
欝

明
事
関
関
他
宗
東
関
浄
官
弁
刑
東
弁
検
明
他
裁
裁
民
弁
官
禅
明

2
2
3
2
3
7
1
1
3
4
1
2
1
2
3
1
5
2
1
1
1
1
1
3

｝
【
一
一
一
一
一
一
一
一
『
一
一
『
一
一
一
一
一
一
一
一
一
｝

3
8
皿
1
1
1
6
2
1
1
6
5
5
4
1
7
5
3
2
5
9
4
7
1
0
6
3

4表

第II軸ex）0。29967

　　60r。

5－5学者出身（42．7）●

2－2東大政治科卒（36．3）
4－3憲　　　法（36．2）

■
●

4－4国際法（27．7）
6－5キリスト教（26．1）

●
　
O

ラハ
∪
　
§

．
　
ウ
μ
4
¶
二
n
U

3
　
　
　
●
　
●
　
●
　
●

¶
工
　
　
9
8
ワ
σ
F
D

（
　
　
E
5

宗
降
し
身
し

　
以
な
出
な

真
年
験
市
験

土
離
慧

　
治
判
大
僚

　卿　閣一楠

6－2浄二

3－4明治
9－2裁判1
1－2五大
10－2官僚

●

）
き2
2
5

ウ
臼
4
久
》

　
　
　

一
一
一

ノ
≧
（

り
卒
宗

攣経
立
言

鋸務
の

事
他
真

1
3
4

一
一
一

3
9
1
1
0
｝
8
2
6

く
＼
＼
　
　
　
　
●
●
●

（一28．5）中大法科卒●

50

40

30

20

10

一〇

一10

一20

一30

一40

「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」

五
五

（
五
五
）



表　5

第
11

軸ex）

50 岡

　g－，●
’
’

噂　6－o■葡

　　働層　　嚇角　　　嚇魅
　　！5＿5
　　　　　■ρ9

／　　　　40

学者出身、

＿　　　　　　、

旗24」3
棟大政卒

　　　　　30

憲法　　　　、

　　　　　　　、
　　　　　　　　5『

、　　4－4 国際法　　　　i
、
、
．
　●
　
　

◎、、．一．

・6－5キリスト教ノ

　　　　　　じ’●一鴨陶働・簡”◎””蟹一◎。

20 『

1－3

　　　　　　　　　2－1東大法卒

　　　　　　　一。－gρ轍”一”・一冒甲㌔

他の地方論一4明治35年醐10

　　　　　　　　　7－2弁経なし

　　　　9，一・一’晒響一’■’－。oり’』・
　　　一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔　噛　、　『

　　’56－2浄土真宗　　＼＼
　　！　　　　　　　　　　　　　、．．
　　　　　　　　　　　　　　　　り、　　　　　　　　　　　　　　　　ら■．一’
　　　　　　・9－2裁経なし
岱2明治25年一29年　・1－2五大者肺＼

1－1東京出身　　　　　　●11－2関なし

　　1　＼　　・6一ダD・K
＼；8－2」・一2官働し　　　　～
総局経験なしの11－3関DJ｛・　　　　璽

第・逼1▽一20よ＼悩
cx）／1。型轟転、裏簿甥

　　　’　　　官経あり裁判官出身　一10

6　マ♀　・20　　305一・
6－3　　い　　　11－1関あり　　　　●弁護士出
　浄土宗　　1、4＿1民事法●3－1　　　●2－5
　　　　　　～　　　　。軍治20年～24年他の私≦

一6乞1禅宗　、　7『1弁経捌
　　　　θ　　　　覧

f　　　　●
　●　　　8－1総局経あり　　、．．…冒

艶鯉里黙密’，ガ’

　　　’　　　■び　　一■　一〇一。●．　　　　　　　　　3

　　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　　　　　　　　　　　　　　　　　6－4真言宗

　　　　　　　　　　　　　　　　一20
5－3検事出身

　　　　　　　3－3明治30年一34年

　　　　　　　　　　　　　　　　一30

一　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●θρ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■の．
　　　　　　　、．　　　　－’

　　　　　　　隻燃灘レ／
鴫

一40 一

一50
繭

匂

2

横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動

五
六

（
五
六
）



表6
第m軸OX）0．23013

道（52．4）6－6神
一50

2－4中大法科卒（47．0）

●
　
　
　
　
　
●

一606－4真言宗（41．7）

γ！2－2東大政治科卒（21．0）
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に
今
目
の
わ
が
国
に
お
け
る
宗
教
の
地
位
を
考
え
る
時
、
仏
教
に
お
け
る
所
属
宗
派
が
あ
ま
り
意
味
を
も
つ
と
は
思
え
な
い
。
事
実
、
第
皿
軸
の

寄
与
率
を
み
る
と
第
－
軸
、
第
皿
軸
に
比
べ
る
と
か
な
り
低
い
。
た
し
か
に
、
裁
判
官
の
中
に
は
、
田
中
耕
太
郎
長
官
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
強

い
信
仰
心
に
影
響
を
受
け
た
人
も
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
第
三
類
の
分
析
で
は
、
意
味
の
あ
る
結
果
が
析
出
さ
れ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

は
い
い
が
た
い
。
な
お
、
第
－
軸
と
第
皿
軸
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
は
つ
き
り
と
し
た
パ
タ
ー
ン
は
析
出
さ
れ
て
い
な
い
（
表
7
）
。

三
　
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
と
裁
判
官
ブ
ロ
ッ
ク

1
在
職
中
、
現
在
の
裁
判
で
は
、
当
該
事
件
の
裁
判
官
が
誰
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
判
断
と
結
論
に
は
大
差
が
な
い
と
考
え
て
い
た
が
、
弁
護
士
と
な
っ
て

裁
判
を
受
け
る
立
場
か
ら
事
件
を
扱
う
よ
う
に
な
つ
て
か
ら
、
今
さ
ら
の
よ
う
に
裁
判
官
の
個
人
差
の
激
し
い
の
に
驚
い
た
。
制
度
と
し
て
の
裁
判
官
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

見
な
か
つ
た
私
が
、
人
と
し
て
の
裁
判
官
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
愚
鈍
で
は
あ
る
が
一
歩
前
進
で
あ
つ
た
。
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
田
　
　
廣

　
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
い
て
、
プ
リ
チ
ェ
ッ
ト
が
明
ら
か
に
し
た
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
内
部
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
同
様
な
も
の
が
存
在

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
ブ
ロ
ッ
ク
が
最
も
優
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
手
続
き
で
ブ
・
ッ
ク
の
有
無
と
そ
の
相
互
関
係
を
分
析
し
た
。

　
ま
ず
第
一
に
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
時
代
の
最
高
裁
判
所
判
例
集
か
ら
抽
出
し
た
最
高
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
分
析
の
素
材
と
し
て
と
り
あ
げ

た
。
大
法
廷
判
決
の
み
に
限
つ
た
の
は
、
大
法
廷
に
か
か
る
事
件
は
、
そ
の
上
告
理
由
が
憲
法
違
反
、
判
例
の
変
更
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、

判
決
に
は
そ
の
裁
判
官
の
も
つ
政
治
的
、
経
済
的
態
度
が
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
小
法
廷
の
よ
う
に

定
員
が
五
名
と
い
う
よ
う
な
少
人
数
の
場
合
に
は
、
各
裁
判
官
が
協
調
し
て
一
致
し
た
意
見
を
書
く
可
能
性
が
あ
る
の
に
対
し
、
大
法
廷
の
場
合

は
各
裁
判
官
が
も
つ
意
見
が
率
直
に
表
明
さ
れ
易
い
こ
と
も
い
ま
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
る
。
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ー
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横
田
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三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
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最
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裁
判
所
裁
判
官
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司
法
行
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つ
ぎ
に
大
法
廷
判
決
を
抽
出
し
た
後
、
そ
の
中
で
少
数
意
見
の
付
い
た
判
決
を
選
択
し
た
。
こ
こ
で
少
数
意
見
と
は
、
「
裁
判
書
に
裁
判
官
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

意
見
を
表
示
す
る
制
度
で
あ
り
、
戦
後
英
米
法
の
継
受
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
わ
が
国
裁
判
制
度
の
中
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
。
こ
の
少

数
意
見
に
は
「
補
足
意
見
」
、
「
意
見
」
、
狭
義
の
「
少
数
意
見
」
、
「
反
対
意
見
」
の
四
種
類
が
あ
る
。
「
補
足
意
見
」
は
多
数
意
見
に
付
加
し
て
自
己

の
意
見
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
「
意
見
」
は
結
論
に
お
い
て
多
数
意
見
と
同
調
す
る
が
、
そ
の
理
由
に
お
い
て
多
数
意
見
と
異
な
る
も
の
で
あ

る
。
以
上
二
種
類
の
意
見
は
結
局
最
終
的
に
は
積
極
・
消
極
の
差
は
あ
れ
、
多
数
意
見
に
同
調
す
る
も
の
だ
か
ら
反
対
意
見
と
は
い
え
な
い
。
こ

れ
に
対
し
、
狭
義
の
「
少
数
意
見
」
と
「
反
対
意
見
」
は
結
論
・
理
由
と
も
に
多
数
意
見
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
相
違
は
、
「
少
数

意
見
」
と
は
調
査
官
が
調
査
、
提
出
し
た
係
争
事
件
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
理
論
の
中
か
ら
、
多
数
意
見
と
異
な
る
理
論
を
基
調
と
し
て
展
開
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
る
意
見
で
あ
り
、
「
反
対
意
見
」
と
は
、
多
数
意
見
の
理
論
に
強
く
反
対
す
る
意
見
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
結
局
両
者
の

差
異
は
、
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
狭
義
の
「
少
数
意
見
」
も
「
反
対
意
見
」
の
一
種
と
考
え
た
。

　
こ
の
よ
う
に
何
種
類
か
の
タ
イ
プ
を
有
す
る
少
数
意
見
制
度
に
注
目
し
た
の
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
各
裁
判
官
の
多
数
意
見
へ
の
同
調
の
程
度
を

明
ら
か
に
し
、
満
場
一
致
の
判
決
で
は
区
別
し
が
た
い
各
裁
判
官
の
態
度
が
明
確
に
把
握
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
判
例
集
に
載
つ
た

こ
の
時
期
の
反
対
意
見
付
き
大
法
廷
判
決
は
、
刑
事
関
係
で
一
八
件
、
民
事
関
係
で
一
四
件
、
計
三
二
件
で
あ
つ
た
（
表
8
）
。
つ
ぎ
に
こ
れ
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

判
決
を
基
礎
に
裁
判
官
内
部
の
ブ
ほ
ッ
ク
の
有
無
を
調
べ
る
た
め
に
、
各
裁
判
官
の
意
見
の
一
致
度
を
算
定
し
た
。

　
最
後
に
、
さ
き
の
計
算
で
え
ら
れ
た
各
数
値
の
も
つ
意
味
を
は
つ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
か
つ
て
日
本
の
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
行
動
を
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

析
し
た
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
ダ
ネ
ル
ス
キ
ー
（
u
麩
崔
u
き
①
冨
互
の
図
式
化
に
な
ら
つ
て
図
式
化
す
る
こ
と
に
し
、
各
裁
判
官
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
特
に
結
び
つ
き
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
判
決
の
一
致
率
の
高
い
上
位
二
人
の
裁
判
官
を
選
び
出
し
、
そ
の
関
係
を
図
に
あ
ら
わ
し
た
。
た
だ

し
上
位
者
の
間
で
意
見
の
一
致
率
が
等
し
い
者
が
い
る
た
め
に
上
位
三
人
の
裁
判
官
を
選
び
出
し
た
場
合
も
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
計
算
と
図
式
化
か
ら
え
ら
れ
た
結
果
が
表
9
と
図
1
で
あ
る
。
表
9
は
各
裁
判
官
の
意
見
の
一
致
率
を
。
ハ
ー
セ
ン
ト
で
表
示
し



表8　反対意見付き最高裁判所大法廷判決（横田喜三郎コート時代）

（注）カッコ内は判決日時

民事事件（M）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
ワ
ヨ
　
つ
り
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　

｝
　
一
　
一
　
［
　
一
　
［
　
［
　
［
　
一
　
一
　
「
　
『
　
［
　
一

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動

国籍存在確認請求事件（36．4．5）

破産債権確定請求事件（36．5．31）

地方自治法に基く警察予算支出禁止事件（37．3．7）

請求異議事件（37．6．13）

貸金請求事件（38・10．30）

貸金請求事件（39．11．18）

預金返還請求事件（39．12。23）

借地権確認等請求事件（40．3．17）

建物並びに土地明渡所有権確認，同移転登記手続，同反訴請求事件（40．9．22）

所有権移転登記等請求事件（40．11．24）

区画整理事業設計等無効確認請求事件（41．2．23）

不動産等所有権移転登記手続請求事件（4L2．23）

建物収去土地明渡請求事件（41・4。27）

約束手形金請求事件（4L11．2）

刑事事件（K）

ノ、

（
六
一
）

K－1

K－2
K－3

K－4
K－5

K－6
K－7

K－8

K－9

K－10
Kl－11

K－12
K－13
K－14
K－15
K－16
K－17
K－18

麻薬取締法違反被告事件（36．6。7）

団体等規正令違反被告事件（36．12。20）

地方税法違反被告事件（37．2．21）

道路交通取締法施行令違反被告事件（37・4・4）

関税法違反被告事件（37．1L28）

関税法違反未遂被告事件（37．11．28）

関税法違反被告事件（37．12．12）

ため池の保全に関する条例違反被告事件（38・6．26）

関税法違反被告事件（38．12．4）

関税法違反被告事件（39。7。1）

関税法違反物品税法違反被告事件（39．7。1）

道路交通取締法違反被告事件（40．4。28）

公職選挙法違反被告事件（40．4．28）

収賄，受託収賄，第三者収賄，贈賄被告事件（40・4．28）

経済関係罰則ノ整備二関スル法律違反被告事件（40．7．14）

業務上横領，商品取引所法違反被告事件（4L7・13）

公職選挙法違反被告事件（4L7．13）

郵便法違反教唆違反被告事件（41．10。26）
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図1　裁判官ブロック図（全期）

　　　　　　　　　　　　　　　　＿94・12　8125
　　　　　　　　　　　　　横田（督）＿長部。一饗一一石田

　　　　　　　　　　　囲灘瓢禦

諭羅毎脹鞄上＼帥
　　　　　　　　　　　葡すこ垂禾噛隔｝河村（又〉

山田＿＿＿＿田中。一一一一一岩田一一一一一横田（正〉一河村（大）

78へ《33・・献晦7翫00
　　　柏原　　　　　　　松田

　（注）1．A一→BはAから見てBが最も意見が一致すること
　　　　を示し、A一・・命BはAから見てBが二番目に意見が
　　　　一致することを示す。
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横
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郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」

た
も
の
で
あ
り
、
図
1
は
表
9
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お

こ
の
表
と
図
に
お
い
て
、
判
決
回
数
一
〇
回
未
満
の
裁
判
官
は
除
き
、

さ
ら
に
共
に
判
決
を
下
し
た
回
数
が
一
〇
回
未
満
の
裁
判
官
同
士
の

組
み
合
わ
せ
も
除
外
し
た
。
さ
て
、
こ
の
表
9
と
図
1
か
ら
横
田
喜

三
郎
コ
ー
ト
の
時
代
の
裁
判
官
は
三
つ
の
ブ
冒
ッ
ク
に
分
か
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
下
飯
坂
、

石
坂
、
高
木
各
裁
判
官
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
り
、
第
二
の
ブ
ロ
ッ
ク

は
、
山
田
、
田
中
、
柏
原
の
各
裁
判
官
で
あ
り
、
第
三
の
ブ
ロ
ッ
ク

は
そ
の
他
残
余
の
裁
判
官
か
ら
な
る
ブ
・
ッ
ク
で
あ
る
。
こ
の
第
三

の
ブ
・
ッ
ク
は
、
さ
ら
に
長
部
、
五
鬼
上
、
石
田
の
各
裁
判
官
を
中

心
と
す
る
小
ブ
ロ
ッ
ク
と
河
村
（
又
）
、
垂
水
、
横
田
（
正
）
の
各

裁
判
官
を
中
心
と
す
る
小
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
か
れ
て
い
る
。

　
裁
判
官
内
部
は
、
以
上
の
よ
う
に
三
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
か
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
各
ブ
巨
ッ
ク
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
特
徴
を

有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
ブ
官
ッ
ク
に
属
す
る
各
裁

判
官
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
裁
判
官
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
ぎ
た
。
し

た
が
つ
て
、
「
実
務
型
裁
判
官
」
ブ
ロ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
よ
う
。
第
ニ
ブ
ロ

ッ
ク
に
属
す
る
田
中
（
二
）
、
柏
原
、
山
田
の
各
裁
判
官
は
、
田
中
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
二
　
　
　
　
（
六
一
二
）



表10　多数意見参加率

氏 名　判決回数多数意見補足意見意　見反対意見　多数意見参加率（％〉

※斉藤（朔）

※色川

　河材（又）

　五鬼上

　横田（喜）

江
部

入
長
石田

※高橋

　垂水

※島

　池田

※下村

　横田（正）

　奥野

　藤田

城戸

岩田

石坂

　松田

　草鹿

　高木

※斉藤（悠）

　柏原

　田中

　河村（大）

　下飯坂

　山田

※小谷

7
1

14

22

32

32

16

19

6
12

4
12

4
23

32

10

19

12

23

17

14

11

8
18

18

11

12

24

1

3

12

20

21

19

14

16

5

5
3

9
3

16

5

4
13

7
13

11

9

7

5
11

11

6

4
7

4

4
9

4

15

1

1

2

1
1

3

1

1
3
2

2

1
2

4

4
2
3

1
2

1
3

1
6
9
3
6

4

8

6
5

4
3

7
7

5

7
15

1

100．0

100．0

92．9

90．9

87．5

87．5

87．5

84．2

83．3

83．3

75．0

75．0

75．0

73．9

71．9

70．0

68．4

66．7

65．2

64．7

64．3

63．6

62．5

61．1

61．1

54．5

41．7

37．5

0．0

（注）■多数意見響一（・一羅韻×…

　　　2・※印のついた裁判官は，判決回数10回未満の者。

　　　a反対意見には狭義の少数意見を含む。
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「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
（
六
六
）

裁
判
官
が
行
政
法
学
者
、
柏
原
、
山
田
の
各
裁
判
官
が
弁
護
士
で
あ
り
、
第
一
ブ
・
ッ
ク
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
「
学
者
・
弁
護
士
」
ブ
・
ッ
ク
と

い
え
る
。
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
は
多
人
数
に
わ
た
る
た
め
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
の
ブ
ワ
ッ
ク
の
中
心
で
あ
る
五
鬼

上
、
石
田
、
横
田
（
正
）
ら
の
各
裁
判
官
が
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
の
事
務
総
長
経
験
者
で
あ
り
、
奥
野
、
入
江
両
裁
判
官
が
、
衆
議
院
及
び

参
議
院
の
法
制
局
長
出
身
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
ブ
冒
ッ
ク
は
「
司
法
行
政
官
」
ブ
ロ
ッ
ク
と
い
つ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
最
高
裁
判
所
の
判
決
の
関
連
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
裁
判
官
内
部
の
意
見
の
一
致
率
と
多
数
意
見
へ
の
参

加
率
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
表
10
は
各
裁
判
官
の
多
数
意
見
参
加
率
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
多
数

意
見
参
加
率
と
ブ
・
ッ
ク
間
の
関
係
を
み
る
と
、
第
一
、
第
ニ
ブ
p
ッ
ク
に
属
す
る
裁
判
官
は
多
数
意
見
に
は
参
加
す
る
こ
と
が
少
な
い
の
に
反

し
、
第
三
ブ
ロ
ッ
ク
に
属
す
る
各
裁
判
官
は
軒
並
み
上
位
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
で
の
判
決
の
大
勢
は
、

第
三
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
三
ブ
・
ッ
ク
が
「
司
法
行
政
官
」
ブ
・
ッ
ク
で
あ
る
点
を
考
慮
す
る
な
ら
、

横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
判
決
は
「
司
法
行
政
官
」
ブ
p
ッ
ク
の
優
位
と
い
う
事
態
の
中
で
下
さ
れ
て
い
た
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
「
司
法
行
政
官
」
ブ
ロ
ッ
ク
の
優
位
は
、
必
ず
し
も
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
誕
生
の
時
期
か
ら

存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
図
2
と
図
3
は
、
図
1
と
ほ
ぼ
同
様
の
方
法
（
た
だ
し
、
判
決
回
数
五
回
未
満
の
裁
判
官
、
裁

判
官
同
士
の
組
み
合
わ
せ
回
数
五
回
未
満
は
除
い
た
。
）
で
、
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
を
、
最
高
裁
判
所
の
発
足
当
時
か
ら
の
裁
判
官
と
し
て
は
最
後
の
人

で
あ
つ
た
、
河
村
（
又
）
裁
判
官
が
退
官
し
た
時
点
を
分
岐
点
と
し
て
、
そ
の
前
期
と
後
期
に
つ
い
て
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
に
ょ
る
と

河
村
（
又
）
、
藤
田
、
斉
藤
（
悠
）
ら
発
足
当
時
の
裁
判
官
が
在
任
し
て
い
た
前
期
に
お
い
て
は
こ
れ
と
い
つ
た
ブ
ロ
ッ
ク
は
見
当
ら
な
い
。
河
村

（
又
）
裁
判
官
が
退
官
し
、
新
た
に
石
田
、
松
田
、
岩
田
ら
の
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
験
者
、
司
法
研
修
所
長
と
い
う
「
司
法
行
政
官
」
が
最

高
裁
判
所
入
り
を
し
た
後
期
に
至
つ
て
、
前
述
の
ブ
β
ッ
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
「
司

法
行
政
官
」
優
位
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
そ
の
後
期
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。



　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
司
法
行
政
官
」
ブ
β
ッ
ク
優
位
の
傾
向
を
み
る
と
、
後
に
横
田
喜
三
郎
の
後
任
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
長
官
は
学
者
出
身

者
と
い
う
慣
例
を
破
つ
て
、
裁
判
官
出
身
の
横
田
正
俊
が
就
任
し
、
さ
ら
に
石
田
和
外
が
そ
の
後
任
を
襲
う
と
い
つ
た
現
象
の
素
地
が
す
で
に
こ
の

頃
か
ら
形
成
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
横
田
喜
三
郎
の
後
任
と
し
て
、
横
田
正
俊
が
長
官
に
就
任
し
た
時
、
朝
目

新
聞
は
、
こ
の
人
事
に
つ
い
て
社
説
の
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
た
。
「
（
長
官
が
学
者
出
身
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
慣
例
を
破
り
、
裁
判
官
出
身
者
か
ら
選

ば
れ
た
こ
と
は
、
）
司
法
部
内
は
も
と
よ
り
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
、
学
界
、
政
界
で
も
何
ら
の
抵
抗
が
な
か
つ
た
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
“
司
法
部
内
か
ら
起
用
せ
よ
”
と
い
う
声
が
強
く
、
そ
れ
が
ご
く
自
然
に
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
」
。
こ
の
よ
う
な
論
評
が

出
て
き
た
裏
に
は
、
最
高
裁
判
所
内
部
で
確
固
た
る
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
、
そ
の
主
導
権
を
確
立
し
た
「
司
法
行
政
官
」
の
優
位
が
み
ら
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
時
代
に
あ
つ
て
は
、
裁
判
官
内
部
に
お
い
て
三
つ
の
ブ
・
ッ
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
ブ
ロ

ッ
ク
の
中
で
は
「
司
法
行
政
官
」
ブ
β
ッ
ク
が
最
も
大
き
く
、
他
の
「
実
務
型
裁
判
官
」
、
「
学
者
・
弁
護
士
」
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
を
大
き
く
引
き
離

し
、
判
決
面
に
お
い
て
も
多
数
派
を
構
成
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
彼
ら
が
最
高
裁
判
所
の
主
導
権
を
握
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
横
田
喜
三
郎
コ

ー
ト
の
う
ち
で
も
後
期
に
な
つ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
各
裁
判
官
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
ブ
β
ッ
ク
を
形
成
し
、
結
果
的
に
は
あ
る
共
通
の
行
動
を
と
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

間
題
を
考
え
る
た
め
に
、
つ
ぎ
に
判
決
を
問
題
別
に
分
け
、
各
裁
判
官
が
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
も
つ
て
い
た
か
を

み
て
い
き
た
い
。

四
　
間
題
別
に
み
た
各
裁
判
官
の
態
度

！
昔
の
博
士
た
ち
も
ま
た
、
法
律
間
題
が
ぎ
わ
め
て
微
妙
で
不
確
実
な
た
め
に
、
ち
よ
つ
と
し
た
感
情
の
動
き
で
当
事
者
の
い
ず
れ
か
に
有
利
な
解
決
が

な
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
に
、
裁
判
す
る
者
が
感
じ
る
、
こ
の
不
安
な
当
惑
を
知
つ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
こ
の
感
知
で
き
な
い
ほ
ど
微
妙
な
取
捨
を
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司
法
行
動
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
　
（
六
七
）



　
　
　
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八
　
　
　
（
六
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
「
愛
憎
の
分
岐
点
」
（
汐
旨
o
号
＝
．
餌
讐
一
8
）
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
一
Φ
3
0
巴
”
日
餌
旨
黛
巴
（
小
島
武
司
、
森
征
一
訳
）

　
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
時
代
の
大
法
廷
判
決
は
、
・
大
き
く
二
つ
の
流
れ
と
し
て
区
分
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
一
つ
の
流
れ
は
、
第
三
者
所
有
物

の
没
収
に
関
す
る
関
税
法
の
条
文
を
め
ぐ
つ
て
争
わ
れ
た
事
件
に
代
表
さ
れ
る
人
権
問
題
で
あ
り
、
他
方
の
流
れ
は
利
息
制
限
法
の
解
釈
を
め
ぐ

つ
て
そ
の
判
例
の
不
安
定
さ
が
問
題
と
さ
れ
た
利
息
制
限
法
違
反
事
件
を
中
心
と
す
る
経
済
間
題
で
あ
る
。
各
裁
判
官
は
こ
の
二
つ
の
流
れ
に
属

す
る
諸
問
題
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
も
つ
て
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
人
権
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
人
権
間
題
と
は
、
裁
判
に
お
い
て
争
点
と
な
つ
た
条
文
が
、
憲
法
第
三
章
の
中
に
含
ま
れ
る
条
文
で

あ
る
場
合
と
刑
法
と
刑
事
特
別
法
の
条
文
で
あ
つ
だ
場
合
を
さ
す
。
こ
の
基
準
に
基
づ
い
て
最
高
裁
判
所
判
例
集
か
ら
選
択
し
た
事
件
に
つ
い

て
、
被
告
側
に
有
利
な
判
断
を
下
し
た
裁
判
官
ほ
ど
人
権
問
題
に
つ
い
て
積
極
的
な
裁
判
官
と
考
え
、
不
利
な
判
断
を
下
し
た
裁
判
官
ほ
ど
人
権

間
題
に
つ
い
て
消
極
的
な
裁
判
官
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
各
裁
判
官
の
人
権
間
題
に
対
す
る
積
極
性
と
消
極
性
の
程
度
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
、
こ
こ
で
は
今
日
心
理
学
の
分
野
で
態
度
測
定
法
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
尺
度
解
析
を
用
い
た
。

　
こ
の
尺
度
解
析
に
よ
る
表
n
で
左
側
に
位
置
す
る
裁
判
官
ほ
ど
人
権
問
題
に
対
し
て
積
極
的
に
擁
護
の
態
度
を
と
る
人
で
あ
り
、
逆
に
右
側
に

位
置
す
る
裁
判
官
ほ
ど
消
極
的
な
態
度
を
と
る
人
で
あ
る
。
前
者
を
人
権
積
極
主
義
者
、
後
者
を
人
権
消
極
主
義
者
と
名
付
け
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
表
11
を
見
て
最
初
に
気
が
付
く
こ
と
は
、
人
権
積
極
主
義
者
の
中
に
弁
護
士
出
身
者
が
目
立
ち
、
逆
に
人
権
消
極
主
義
者
の
中

に
検
察
官
出
身
者
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
弁
護
士
出
身
者
は
、
人
権
間
題
に
対
し
て
敏
感
だ
と
い
わ
れ
る
が
こ
の
表
1
1
は
そ
の
こ
と
を
具

体
的
に
裏
付
け
て
い
る
。
一
方
人
権
消
極
主
義
者
に
検
察
官
出
身
者
が
多
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
被
告
人
の
人
権
擁
護
よ
り
も
権
力
的
意
思
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

む
か
え
い
れ
ら
れ
る
よ
う
な
発
想
方
法
」
が
影
響
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
長
年
被
告
の
立
場
と
対
立
す
る
立
場
に
立
つ
と
い
う
法
曹

生
活
を
送
つ
て
き
た
職
業
上
の
影
響
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
表
11
で
石
田
裁
判
官
よ
り
右
側
に



表11　人権問題

横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動

裁
下
飯
坂

検
斉
藤
（
悠
）

検
草
鹿

裁
石
坂

官
斉
藤
（
朔
）

検
　
長
部

裁
　
石
田

裁
島

弁
高
橋

裁
藤
田

裁
松
田

裁
岩
田

検
　
池
田

裁
　
五
鬼
上

学
横
田
（
喜
）

官
　
入
江

裁
高
木

裁
　
垂
水

学
　
河
村
（
又
）

裁
横
田
（
正
）

官
奥
野

弁
　
城
戸

弁
　
山
田

学
　
田
中

弁
柏
原

弁
小
谷

弁
河
村
（
大
）

裁
下
村

聯
　
　
　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
件

揃
　
　
　
　
事

K－1701

3
1
1
2
1
5
8
1
0
1
1
4
6
5
1
8
7
2
9
1
3
1

一
一
一
一
一
一
㎝
一
一
一
｝
一
一
一
一
｝

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
M

OI

。δL。

O

○
○
○

○
○

○

×　×　　　×　×　×　　　　　　　×　×　×

　　×　　　×　　　×　×　×　×　×　×　X

　　　　　　×　×　　　×　×　　　×

○OO×××　　　　×××

○×OOOi×　××x
　　O　　×O××××××

OOOOO×　　　　×x×

○OOOO×　　　×××

　　　　○○○Olx又×

　　×　OOOOxOOOO
　　×　OOOO×○OOO
OO　O×O　　　 OO×
　　○　○○○○×○○○×

　　○　○　○OOOO　　×

　　×　×OOO　OO
OOO　OO　　　OOO
　　　　O　OOOOO　O

××

×　×

X　X

×

X××

×× ×

　×

　×

　　×　×

　　×

　　×

oOL　　　×
　　Oi　　　　　×
　　　1＿
　　OOOt一　×
　　　　　○○○○L

　　　　　OO　×Ol　　　　　　　　　1

　　000　　　0

　　　×　　××

　　　×　　××

×　　　　×　×

×　　　　×　　　　×

　　××　　　　×

××　×X

×　×　×　×

　　　×　　××

　　　×　　　　×

　　　×　　　　×

　×

×　X

◎×

矛盾票0000130320030012000000001000
総数19177126171210108171712846843754154510

山
ハ
九

（
六
九
）

（注）1。○印は被告側に有利な判断。

　　×印は被告側に不利な判断。

　　空白は不参加。
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（前職）

事件名

M－4

M－9

M－13

M－12

　M－7

　M－6

　M－8

　M－14

（前一職）

名
9
1
3
1

2
7
6
8

14

票
数

件
処
臨
臨
陥
除
臨
臨
盾

事
　
　
　
　
　
　

矛
総

　
※
裁
高
木

　
※
弁
河
村
（
大
）

　
※
裁
藤
田

　
※
裁
下
飯
坂

　
※
検
斉
藤
（
悠
）

　
※
学
河
村
（
又
）

　
※
裁
垂
水

　
※
弁
色
川

　
※
裁
下
村

　
　
裁
横
田
（
正
）

　
※
官
斉
藤
（
朔
）

）
　
　
裁
石
田

　

（
　
弁
城
戸

聴
官
入
江

済
　
検
長
部

経
※
裁
岩
田

2
　
　
学
田
中

　
表
　
　
弁
柏
原

　
　
裁
松
田

　
　
検
草
鹿

　
　
官
奥
野

　
　
裁
五
鬼
上

　
　
学
横
田
（
喜
）

　
※
検
池
田

　
　
弁
山
田

○OOOO　　　　　　×　　　　　　×××××××

○　×××○○○○○××××　×

O　O××××OO×○○×x　××
○　×××○○○○○××××　×

×　O　O××○O　OOO×　×

○　OOO　OOO　O××○○×
○　○○○○×○○　○○○○○×

　　OOOO×OO　OOOO　OOO
　（注）：L※印のついた裁判官は判決参加回数5回未満の者

　　　　　　　表13　経済問題（2）

　　　　　※　　　　　　　※　※※
学弁弁検裁裁学検官官弁裁裁官裁裁弁

田柏山草松岩横長入奥城五石斉横下色
中原田鹿田田田部江野戸鬼田藤田村川
　　　　　　（　　　　 上　（（
　　　　　　喜　　　　　　朔正
　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　）

oOOoOOl××××××××

OOO×××OOO×x××　x×
OOOOOO×××××××　x

OO×××OOOOOl××
OOO　O　OO×○×○OOl×

OOOO×　OOOOOOOO×　　　　　　　　　　　　　　l

OO　O××OOOOOOO　OOOl
OO124211201000000

．7　　7　　6　　6　　7　　4　　7　　7　　7　　7　　7　　6　　7　　2　　7　　2　　1

　（注）　：L※印のついた裁判官は判決参加回数5回未満の者。
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横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動

七
〇

（
七
〇
）
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位
置
す
る
石
坂
、
斉
藤
（
悠
）
、
下
飯
坂
、
草
鹿
ら
の
各
裁
判
官
が
石
田
裁
判
官
を
含
め
て
、
シ
ュ
ー
バ
ー
ト
の
い
う
政
治
的
保
守
主
義
の
立
場
を
と
つ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
石
田
ら
の
裁
判
官
は
、
K
1
1
8
（
全
逓
中
郵
事
件
）
、
K
－
2
（
共
産
党
関
連
事
件
）
に
お
い
て
、
か
な
り
強
く

秩
序
維
持
、
現
状
擁
護
の
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
共
産
党
が
関
連
し
た
団
体
等
規
正
令
違
反
事
件
の
K
1
2
に
お

い
て
、
石
坂
裁
判
官
は
共
産
党
を
健
全
な
民
主
主
義
に
重
大
な
障
害
を
与
え
る
違
法
団
体
と
と
ら
え
、
そ
の
結
成
、
指
導
を
厳
に
排
除
し
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

ば
な
ら
な
い
と
し
、
戦
前
の
検
察
官
経
験
に
基
づ
く
強
い
現
状
擁
護
お
よ
び
法
と
秩
序
の
擁
護
の
意
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
人
権
積
極
主
義
者
の
中
で
市
民
権
あ
る
い
は
市
民
的
自
由
を
強
く
擁
護
し
て
い
る
の
は
、
弁
護
士
出
身
の
河
村
（
大
）
、
小
谷
の

両
裁
判
官
で
あ
る
。
両
裁
判
官
は
、
憲
法
三
十
三
条
の
令
状
主
義
に
関
連
し
て
問
題
と
な
つ
た
麻
薬
取
締
法
違
反
事
件
（
K
I
I
）
に
お
け
る
少
数

意
見
の
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
件
麻
薬
の
捜
索
差
押
は
、
憲
法
の
保
障
す
る
令
状
主
義
に
違
反
し
、
被
告
人
の
住
居
及
び
財
産
の

安
全
を
侵
害
す
る
重
大
な
理
疵
を
包
蔵
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
違
法
な
手
続
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
捜
索
差
押
調
書
の
証
拠
能
力
は
否

定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
…
け
だ
し
、
法
は
公
正
な
手
続
き
に
基
づ
い
て
、
実
体
的
真
実
の
追
求
を
許
し
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
人
権
の
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

障
は
、
ま
さ
に
公
正
な
手
続
の
核
心
を
な
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
こ
に
は
、
長
年
の
弁
護
士
生
活
か
ら
生
じ
た
根
強
い
人
権
擁
護
意
識
が

息
づ
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
最
後
に
ブ
ロ
ヅ
ク
と
人
権
間
題
と
の
関
連
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
表
1
1
に
よ
つ
て
み
る
と
、
「
学
者
・
弁
護
士
」
ブ
冒
ヅ
ク
は
人
権

問
題
に
積
極
的
で
あ
り
、
「
実
務
型
裁
判
官
」
ブ
戸
ッ
ク
が
人
権
問
題
に
消
極
的
で
あ
る
。
「
司
法
行
政
官
」
ブ
・
ッ
ク
も
概
し
て
消
極
的
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
中
で
横
田
（
正
）
、
垂
水
、
松
田
の
各
裁
判
官
ら
の
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
消
極
的
立
場
を
法
論
理
的
に
裏
付
け
よ
う
と
す
る
法
律

技
術
志
向
的
特
徴
を
も
つ
。
た
と
え
ば
垂
水
裁
判
官
は
松
川
事
件
の
少
数
派
の
理
論
的
支
柱
、
松
田
裁
判
官
も
若
く
し
て
当
時
と
し
て
は
異
例
の

法
学
博
士
に
な
つ
た
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
石
田
、
長
部
、
五
鬼
上
の
各
裁
判
官
ら
の
グ
ル
ー
プ
は
、
現
状
の
秩
序
維
持
に
重
点
を
置
く
傾

向
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」
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「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
（
七
二
）

　
つ
ぎ
に
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
時
代
の
も
う
一
つ
の
流
れ
で
あ
る
経
済
問
題
に
関
し
て
、
各
裁
判
官
が
も
つ
て
い
た
態
度
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
よ
う
。
こ
こ
で
経
済
間
題
と
は
、
裁
判
に
お
い
て
争
点
と
な
つ
た
条
文
が
民
法
の
物
権
や
債
権
お
よ
び
そ
の
特
別
法
に
含
ま
れ
る
条
文
で
あ
る

場
合
と
商
法
お
よ
び
そ
の
特
別
法
に
含
ま
れ
る
条
文
で
あ
る
場
合
を
さ
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
い
て
契
約
の
自
由
、
取
引
の
安
全
に
、

よ
り
寄
与
す
る
判
断
を
下
す
ほ
ど
経
済
的
進
歩
主
義
と
し
、
こ
の
立
場
に
異
な
る
判
断
を
下
す
ほ
ど
経
済
的
保
守
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
が
取
り
扱
つ
た
経
済
間
題
に
関
す
る
事
件
と
し
て
は
、
不
動
産
関
係
が
四
件
、
利
息
制
限
法
関
係
が
二
件
、
手
形
事
件
と

金
銭
消
費
貸
借
関
係
が
各
一
件
ず
つ
で
あ
つ
た
。
こ
の
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
の
時
代
は
、
池
田
内
閣
の
手
に
よ
る
高
度
経
済
成
長
の
時
代
で
あ
つ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
間
題
に
関
す
る
件
数
は
案
外
に
少
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
は
「
（
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
）
民
事
の
判
例
は
、
法
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規
の
解
釈
適
用
の
範
囲
に
終
始
し
て
、
実
質
的
に
新
し
く
樹
立
さ
れ
た
『
法
の
発
見
』
が
な
か
つ
た
」
時
期
と
い
つ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
大
法
廷
に
お
け
る
民
事
事
件
が
少
な
い
の
に
対
し
、
小
法
廷
判
決
は
か
な
り
多
い
。

　
さ
て
表
12
、
表
招
は
、
人
権
間
題
の
場
合
と
同
様
に
し
て
経
済
間
題
に
関
す
る
各
裁
判
官
の
態
度
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
表
12
に
つ
い
て

み
る
か
ぎ
り
、
こ
の
間
題
に
対
す
る
態
度
は
一
貫
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
時
期
に
裁
判
官
の
半
数
以
上
が
交
代
し
た
た
め
に
起
き
た
現
象
で
、

交
代
以
前
の
利
息
制
限
法
関
係
の
事
件
（
M
1
4
）
を
除
い
た
表
1
3
に
つ
い
て
み
る
と
各
裁
判
官
の
態
度
は
か
な
り
一
貫
し
て
い
る
。
こ
の
表
に

よ
れ
ば
、
一
般
に
学
者
・
弁
護
士
出
身
の
裁
判
官
は
経
済
間
題
に
つ
い
て
は
、
よ
り
進
歩
主
義
的
で
あ
り
、
職
業
裁
判
官
出
身
の
裁
判
官
は
、
経

済
間
題
に
つ
い
て
は
、
よ
り
保
守
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
職
業
裁
判
官
出
身
の
岩
田
、
松
田
の
各
裁
判
官
、
検
事
出

身
の
草
鹿
、
長
部
の
各
裁
判
官
は
経
済
的
進
歩
主
義
の
立
場
を
と
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
と
こ
ろ
で
、
垂
水
、
河
村
又
、
斉
藤
悠
、
下
飯
坂
、
藤
田
、
河
村
大
、
高
木
、
池
田
ら
の
各
裁
判
官
の
後
任
と
し
て
任
命
さ
れ
た
松
田
、
柏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
、
田
中
二
、
岩
田
、
長
部
、
城
戸
、
石
田
、
斉
藤
朔
ら
の
裁
判
官
に
つ
い
て
み
る
と
、
保
守
的
な
傾
向
の
非
常
に
強
い
石
田
裁
判
官
を
除
い
て

　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

は
、
ほ
と
ん
ど
が
経
済
問
題
に
対
し
て
は
進
歩
的
態
度
を
も
つ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
石
田
裁
判
官
も
利
息
制
限
法
の
判
例
変
更
に
お
い
て
は
、
経



済
的
進
歩
主
義
に
組
み
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
考
え
る
と
、
裁
判
官
の
経
済
的
進
歩
主
義
と
経
済
的
保
守
主
義
を
わ
け
る
要
因
と
し

て
は
、
出
身
職
業
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
時
々
刻
々
変
化
す
る
現
実
の
社
会
生
活
に
対
す
る
接
触
の
度
合
も
大
き
く
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

　
（
8
）

れ
る
。

　
以
上
の
分
析
か
ら
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
憲
法
問
題
や
判
例
変
更
を
求
め
る
重
要
な
事
件
の
判
決
に
対
す
る

態
度
に
は
、
本
人
が
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
あ
る
一
定
の
傾
向
を
も
つ
た
い
く
つ
か
の
裁
判
官
の
ブ
冒
ッ
ク
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
ブ
・
ッ
ク
の
形
成
と
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
登
用
さ
れ
る
以
前
の
職
業
歴
と
の
間
に
は
あ
る
種

の
相
関
が
推
定
さ
れ
る
。
人
権
間
題
に
対
し
て
積
極
主
義
を
と
る
か
消
極
主
義
を
と
る
か
、
経
済
問
題
に
対
し
て
進
歩
主
義
を
と
る
か
保
守
主
義

を
と
る
か
と
い
つ
た
態
度
に
は
、
こ
れ
ら
ブ
ロ
ッ
ク
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
強
い
関
連
性
を
も
つ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
ア
メ
リ
カ
と
目
本
の
法
思
想
、
法
制
度
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
、
と
く
に
連
邦
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
に
対
す
る
司

法
行
動
論
的
分
析
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
諸
傾
向
の
い
く
つ
か
は
、
目
本
の
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
行
動
に
も
、
ま
た
同
様
に
見
い
出
す
こ
と
が

可
能
で
あ
つ
た
。
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
論
客
ル
ウ
ェ
リ
ン
が
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ

の
政
治
は
た
ん
な
る
法
の
支
配
（
O
。
＜
①
彗
目
。
9
9
冨
著
）
で
は
な
く
、
人
を
通
し
て
す
る
法
の
支
配
（
o
。
〈
窪
旨
①
暮
。
h
鼠
名
弓
ぼ
窪
管
竃
窪
）
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に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
一
定
の
範
囲
を
も
つ
て
そ
の
司
法
行
動

を
考
え
る
に
あ
た
つ
て
ま
た
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
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（
O
圧
8
α
q
9
閑
磐
α
竃
9
巴
ξ
俸
O
o
臣
冨
b
矯
y
O
ぎ
唱
8
吋
9
　
ダ
ー
ル
の
分
析

　
　
　
　
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
（
七
三
）



「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」

七
四

（
七
四
）

　
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
今
日
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
統
治
機
構
の
政
策
決
定
機
関
の
一
つ
に
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
連
邦
の
他
の
政
策
決
定
機
関
と
比
較
す

　
る
と
、
そ
の
政
治
的
行
動
能
力
は
低
く
、
国
家
政
策
の
決
定
（
2
緯
δ
嵩
包
勺
9
言
イ
寓
餌
匹
ロ
α
q
）
に
対
す
る
影
響
力
も
少
な
い
。
ま
た
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
少
数
派
の
権

利
の
擁
護
と
い
う
動
き
は
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
と
い
う
。
■
も
つ
と
も
ダ
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
結
論
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
の
中
に
は
連
邦
最
高
裁
判
所
の
政
治
的
重
要
性

　
を
不
当
に
低
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
反
対
す
る
人
も
少
な
く
な
い
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
の
こ
と
。
『
自
葺
富
旨
P
O
霧
需
『
．
．
円
冨

　ωq

買
o
唐
①
O
o
震
け
四
昌
α
2
碧
一
〇
昌
巴
勺
o
一
一
〇
イ
竃
p
匹
ロ
堕
、
、
国
ミ
ミ
賊
ミ
§
肉
o
ミ
爵
ミ
の
亀
§
驚
肉
鴨
ミ
恥
ミ
〈
o
一
．
刈
9
這
刈
9
℃
℃
・
9
ふ
曽
困
o
げ
四
匿
男
ロ
霧
ε
F
．
．
↓
倒
o

ω
q
質
Φ
日
①
O
o
霞
け
餌
包
O
ユ
菖
8
一
固
①
o
江
o
誉
．
、
匡
ミ
ミ
軌
ミ
醤
き
ミ
蹄
ミ
曽
鳶
§
恥
響
蔑
§
〈
o
一
．
①
O
口
雪
ρ
署
●
お
㎝
－
o。
一
い

（
6
）
　
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
鵜
飼
信
成
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
司
法
的
審
査
制
の
成
立
」
（
『
季
刑
法
律
学
』
四
巻
、
一
九
四
八
）
参
照
の
こ
と
。

（
7
）
　
ウ
ォ
、
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
が
下
し
た
判
決
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
》
零
匡
げ
巴
畠
O
o
挙
8
ぎ
§
黛
ミ
§
q
ミ
ミ
妹
1
9
誤
識
～
ミ
ご
蕊
ミ
b
象
§
§
防
毯
§
ミ
融

　
§
ミ
恥
ミ
儀
肉
蝋
ミ
墨
一
8
N
　
（
邦
訳
『
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
』
、
日
本
評
論
社
、
一
九
七
〇
）
参
照
の
こ
と
。

（
8
）
竃
帥
旨
ぎ
撃
昌
瞠
9
㌦
．
U
Φ
0
9
9
巴
“
a
U
①
9
忽
○
㌣
竃
欝
一
轟
一
P
浮
①
ピ
四
毒
o
眺
↓
。
苫
、
、
冒
ω
一
3
亀
q
ぎ
R
（
鑑
）
‘
、
も
N
ミ
ミ
N
寒
§
焼
§
－
さ
ミ
§
軸

　
這
刈
ρ
（
客
Φ
名
鴫
興
貯
く
帥
昌
2
0
の
貫
節
ロ
α
園
Φ
冒
び
o
匡
O
o
睡
℃
鋤
旨
団
y
層
蒔
↑
お
よ
び
勺
ユ
零
げ
Φ
辞
し
寓
皇
9
け
矯
P
窃
9

（
9
）
　
一
般
に
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
と
社
会
学
的
法
学
は
、
同
様
な
も
の
と
誤
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
両
者
の
相
違
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
パ
ゥ
ン
ド
は
、
概
念
，
法
学

　
が
あ
ま
り
に
も
制
定
さ
れ
た
当
時
の
法
律
上
の
字
義
の
厳
格
な
解
釈
に
追
わ
れ
、
法
規
が
時
代
を
超
越
し
て
果
た
す
べ
き
目
的
を
不
当
に
軽
視
す
る
結
果
に
な
つ
て
い
る
と
し
て
攻

　
撃
し
、
法
規
の
解
釈
は
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
特
定
の
時
期
と
場
所
に
於
け
る
状
況
に
対
応
す
る
い
く
つ
か
の
解
決
策
を
法
規
に
照
ら
し
、
そ
の
中
か
ら
人
間
の
理
性
に
よ
つ
て
合
理

　
的
な
準
則
を
選
び
出
し
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。

　
　
こ
の
パ
ウ
ン
ド
の
考
え
方
の
中
で
、
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
と
の
対
比
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
パ
ウ
ン
ド
は
概
念
法
学
を
攻
撃
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
リ
ア
リ
ス
ト
達
の
よ
う
に

　
判
決
に
引
用
さ
れ
る
法
規
が
裁
判
官
の
行
動
の
正
当
化
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
と
す
る
考
え
方
は
、
こ
れ
ま
で
幾
世
紀
に
も
わ
た
つ
て
、
裁
判
官
の
個
々
の
個
性
が
裁
判
に
与
え

　
る
影
響
を
阻
止
す
る
こ
と
に
努
力
し
て
き
た
歴
史
的
経
過
を
不
当
に
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
法
リ
ア
リ
ス
ト
達
と
鋭
く
対
立
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
対
立
は
基
本
的
に
は
両
者
の

　
法
の
科
学
化
に
対
す
る
見
解
の
相
違
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
つ
た
。

　
　
法
リ
ア
リ
ス
ト
達
に
よ
れ
ば
、
裁
判
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
と
は
、
裁
判
官
の
行
動
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
裁
判
官
の
行
動
を
観
察
し
、
そ
0
観
察
に
よ
つ
て
裁
判

　
官
の
行
動
に
関
す
る
法
則
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
ウ
ソ
ド
に
よ
れ
ば
、
法
リ
ア
リ
ス
ト
達
の
と
る
こ
の
よ
う
な
自
然
科
学
的
方
法
は
、
法
律
家
が
対
象
と
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
法
の
奉
仕
す
べ
ぎ
経
験
と
理
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
価
値
の
存
在
に
対
す
る
考
え
を
不
当
に
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
な
お
、
こ
こ
で
は
法
リ
ァ
リ
ス
ト
達
を
一
括
し
て
論
じ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
内
部
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
。
そ
れ
は
大
別
す
れ
ば
二
つ
の
グ
ル
ー
プ

　
に
分
化
す
る
。
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ク
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
「
法
現
実
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
集
団
は
決
し
て
同
質
的
で
は
な
い
。
…
…
…
コ
恒
ソ
ビ
ア
の
カ
ー
ル
・
ル
ウ
ェ
リ
ン
を
も

　
つ
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
傑
出
せ
る
代
表
者
と
す
る
と
こ
ろ
の
第
一
の
下
位
集
団
を
私
は
『
規
範
懐
疑
論
者
』
（
閃
三
？
ω
ざ
讐
一
8
）
と
し
た
い
。
…
…
…
規
範
懐
疑
論
者
た
ち
は
、

　
『
紙
上
の
法
規
範
』
の
背
後
に
現
実
の
裁
判
行
動
（
甘
＆
畠
巴
国
Φ
富
丘
9
）
に
存
す
る
画
一
性
乃
至
規
則
性
を
示
す
若
干
の
『
真
の
規
範
』
（
勾
。
巴
閃
三
8
）
を
発
見
し
得
る
も



　
の
と
信
じ
、
且
つ
こ
れ
ら
『
真
の
法
規
範
』
が
よ
り
信
頼
し
得
る
判
決
予
測
手
段
（
勺
お
＆
9
一
9
ぎ
馨
讐
β
窪
け
）
と
し
て
働
き
、
将
来
の
訴
訟
の
結
果
に
関
す
る
実
際
に
役
立

　
つ
予
言
可
能
性
を
具
え
た
大
き
な
尺
度
を
授
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。
第
二
の
下
位
集
団
を
私
は
『
事
実
懐
疑
論
者
』
（
閃
毬
マ
ω
訂
宮
甘
巴
と
名

　
づ
け
た
い
と
思
う
。
…
…
…
彼
等
の
主
た
る
関
心
は
、
事
実
審
裁
判
所
に
あ
う
の
で
あ
る
。
形
式
的
法
規
範
が
如
何
に
正
確
で
明
瞭
で
あ
つ
て
も
、
そ
し
て
ま
た
形
式
的
法
規
範
の

背
後
に
ど
の
よ
う
な
画
一
的
要
素
が
発
見
さ
せ
ら
れ
よ
う
ど
も
、
判
決
が
そ
れ
に
か
か
つ
て
い
る
と
こ
ろ
の
事
実
が
捕
捉
し
難
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
未
だ
始
ま
つ
て
い
な
い
、
．
或

　
は
未
だ
審
理
を
受
け
な
い
大
部
分
の
訴
訟
に
つ
い
て
、
将
来
ど
う
い
う
判
決
が
出
る
か
を
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
事
実
懐
疑
論
者
た
ち
は
、
法
的
確
実
性
の
大
幅
な

増
大
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
従
つ
て
大
抵
の
場
合
、
徒
労
に
終
る
こ
と
を
思
い
、
そ
れ
よ
り
は
裁
判
的
正
義
の
増
大
に
志
向
す
る
の
で
あ
る
」
（
0
9
0
ヨ
①
写
醤
『
9
ミ
計
§

　
↓
ミ
ミ
ス
勺
ユ
琴
9
8
0
艮
く
段
巴
な
勺
器
器
y
お
登
邦
訳
『
裁
か
れ
る
裁
判
所
』
弘
文
堂
、
一
九
六
〇
、
一
一
五
－
六
頁
）
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ら
に

　
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
甘
苫
目
①
男
壁
ロ
F
寒
ミ
“
醤
織
き
軸
さ
魯
ミ
ミ
ぎ
鼻
（
Z
o
名
磯
a
ド
O
o
≦
鶏
㍗
竃
o
O
き
ロ
）
口
器
O
（
邦
訳
『
法
と
現
代
精
神
』
弘
文
堂
、

　
一
九
七
四
）
、
早
川
武
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
学
の
展
開
』
（
一
粒
社
、
一
九
七
五
）
、
勾
o
の
8
0
勺
o
琶
皇
S
詳
S
良
寒
黛
9
§
一
逡
命
（
邦
訳
『
法
の
任
務
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
）
。

を
ま
二
伍
甲
国
q
日
ぴ
①
一
冒
‘
．
、
寄
鵯
一
寄
巴
一
の
β
ω
0
9
0
一
〇
魅
o
巴

冒
ユ
の
冥
区
魯
8
も
区
言
鉾
甘
ω
け
一
8
国
。
一
日
①
ω
一
、
、
誉
ミ
§
ミ
魚
零
砺
ご
蓬
毫
ミ
ミ
ら
。
矯
ε
一
．

　
N
9
一
8
μ
や
や
総
下
馨
●

（
1
0
）
ミ
一
一
皆
置
輿
国
偉
目
三
Φ
冒
」
庄
α
‘
9
f
署
』
鰹
壷

（
1
1
）
ミ
毘
”
8
客
Φ
鼠
①
一
ω
。
望
．
．
↓
ぽ
Z
8
－
切
Φ
富
く
目
巴
》
℃
質
8
畠
ε
爵
Φ
｝
＆
一
9
巴
ぼ
。
8
ω
皿
》
9
三
量
ρ
．
、
』
ミ
ミ
魯
§
ミ
N
ミ
ら
ミ
の
＆
ミ
恥
肉
㌣

　
蔑
恥
ミ
〈
o
一
。
㎝
8
一
8
0
0
堕
マ
＄
鯉

（
1
2
）
毒
帥
一
冨
8
竃
①
注
Φ
冨
o
夢
崔
伍
遥
鼻
‘
質
密
o。D

（
13
）
O
一
Φ
且
呂
ω
9
5
①
拝
き
ミ
§
鳶
＼
帖
愚
ミ
魯
ミ
銭
、
黛
ミ
母
導
ミ
蕊
、
ミ
誉
ミ
縛
隷
§
食
お
謡
（
国
ρ
≦
聾
一
d
．
艮
ぎ
殴
の
一
な
汐
Φ
累
o
団
国
ゆ
零
昌
）
P
9

（
U
）
　
『
社
会
学
の
基
礎
知
識
』
（
有
斐
閣
、
一
九
六
九
）
一
六
頁
。
吉
田
裕
氏
の
定
義
。

（
拓
）
↓
冨
。
α
o
お
一
ω
Φ
畠
g
．
．
営
ρ
三
な
葺
o
”
ω
9
8
一
〇
h
↓
ぎ
凝
拝
一
ロ
些
Φ
冒
象
g
巴
団
①
富
≦
。
『
竃
。
〈
Φ
葺
①
一
銑
．
ミ
§
婁
智
ミ
嵩
ミ
黛
ざ
、
匙
、

　
ミ
N
恥
職
恥
蕊
驚
く
o
一
’
8
量
総
℃
サ
謡
9

（
16
）
↓
ぽ
＆
o
器
『
国
Φ
鼻
Φ
び
ま
α
4
鼻
●
も
●
b
。
銀

（
17
）
o
一
①
且
9
ω
。
算
び
9
“
．
．
勺
藁
9
0
資
①
窪
一
〇
》
b
巴
鴇
δ
9
冒
象
o
巨
田
富
≦
0
5
↓
冨
お
①
一
↓
霞
B
o
賄
芸
Φ
ω
昌
冨
ぎ
Φ
O
。
奨
硫
．
卜
§
§
織
q
§
・

　
壽
ミ
辱
ミ
黛
鳶
㌔
ミ
ミ
偽
ミ
的
ぎ
一
』
o
。
｝
2
0
旨
（
邦
訳
「
一
九
六
一
年
開
廷
期
に
お
け
る
最
高
裁
裁
判
官
の
行
動
」
、
早
川
武
夫
・
碧
海
純
一
訳
『
ジ
ュ
リ
メ
ト
リ
ッ
ク
ス
』
日
本
評

　
論
社
、
一
九
六
九
所
収
）
九
二
頁
。

（
1
8
）
　
国
9
竃
旨
冒
8
ダ
誉
ω
畿
R
ミ
旨
ミ
ミ
馬
ミ
ス
閃
o
ω
8
駐
崔
三
9
切
8
名
昌
”
区
O
o
旨
冨
昌
『
）
一
§
・
（
邦
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
司
法
』
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
七
一
）

　
八
頁
。

（
1
9
）
　
た
と
え
ば
、
潮
見
俊
隆
『
法
律
家
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）
。
潮
見
俊
隆
『
戦
後
の
賢
本
社
会
と
法
律
家
」
（
『
岩
波
講
座
現
代
法
第
六
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
、
所

　
　
　
「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
（
七
五
）



収
）
。二

「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」

和
田
英
夫
『
憲
法
と
最
高
裁
判
所
』
（
学
陽
書
房
、
一
九
七
五
）
。

七
六

（
七
六
）

（
1
）
　
缶
段
ぴ
①
旨
冒
8
ダ
前
掲
訳
書
、
二
一
八
頁
。

（
2
）
　
昭
年
三
二
年
七
月
八
臼
、
東
京
調
達
局
が
米
空
軍
の
使
用
す
る
都
下
砂
川
町
の
立
川
飛
行
場
拡
張
の
た
め
の
測
量
を
開
始
し
た
際
、
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
砂
川
基
地
拡

　張反

対
の
デ
モ
隊
の
一
部
が
、
約
一
時
問
に
わ
た
つ
て
立
入
り
禁
止
の
境
界
柵
を
破
壊
し
て
、
約
四
・
五
メ
ー
ト
ル
ぽ
か
り
立
ち
入
り
、
刑
事
特
別
法
で
起
訴
さ
れ
た
事
件
。
裁
判

　
で
は
、
憲
法
九
条
に
つ
い
て
の
解
釈
を
め
ぐ
つ
て
論
争
が
展
開
さ
れ
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
米
軍
の
駐
留
を
違
憲
と
す
る
伊
達
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。

（
3
）
　
昭
和
二
四
年
八
月
一
七
日
、
東
北
本
線
松
川
駅
付
近
で
転
覆
事
故
が
起
こ
り
、
三
名
の
死
者
が
出
た
こ
と
に
関
連
し
、
共
産
党
員
を
含
む
国
鉄
労
組
員
ら
二
〇
名
が
起
訴
さ
れ

　
た
事
件
。

（
4
）
　
朝
日
新
聞
、
昭
和
三
五
年
一
〇
月
一
八
日
付
社
説
。

（
5
）
　
朝
日
新
聞
、
前
掲
社
説
。

（
6
）
　
斉
藤
秀
夫
「
最
高
裁
判
所
」
（
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
三
六
一
号
所
収
、
有
斐
閣
）
一
七
一
頁
。

（
7
）
　
臨
時
司
法
制
度
調
査
会
は
、
二
年
後
に
内
閣
に
意
見
書
を
提
出
し
た
。
ぞ
の
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
三
〇
七
号
に
全
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
意
見

　
書
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
調
査
会
の
会
長
で
あ
つ
た
我
妻
栄
氏
と
大
内
兵
衛
氏
と
の
対
談
を
収
め
た
『
日
本
の
裁
判
制
度
』
（
岩
波
新
書
、
一
九
六
五
）
が
詳
し
い
。

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
11
）

（
1
2
）

（
1
3
）

朝
日
新
聞
、
昭
和
三
五
年
一
〇
月
一
八
日
付
社
説
。

毎
日
新
聞
、
昭
和
三
五
年
一
〇
月
一
五
日
付
社
説
。

最
高
裁
事
務
総
局
総
務
局
編
「
最
高
裁
判
所
二
〇
年
の
歩
み
」
（
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
三
八
五
号
、
所
収
）
。

大
野
正
夫
『
裁
判
に
お
け
る
判
断
と
思
想
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
九
）
二
二
頁
。

林
知
己
夫
、
樋
口
伊
佐
夫
、
駒
沢
勉
『
情
報
処
理
と
統
計
数
理
』
（
産
業
図
書
、
一
九
七
〇
）
参
照
の
こ
と
。

そ
の
原
因
と
し
て
、
や
は
り
対
象
と
す
る
裁
判
官
の
数
が
少
な
い
こ
と
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
こ
こ
で
の
数
量
化
理
論
の
使
用
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を

要
し
よ
う
。

三

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

河
田
廣
「
裁
判
官
の
個
人
差
」
（
『
法
律
時
報
讐
コ
巻
二
号
、
所
収
）
。

小
林
孝
輔
「
最
高
裁
判
所
の
多
数
意
見
と
少
数
意
見
」
（
『
法
律
時
報
』
三
一
巻
一
二
号
、
所
収
）

元
最
高
裁
判
所
調
査
官
田
原
義
衛
氏
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

算
定
の
方
法
は
、
ま
ず
各
裁
判
官
が
判
決
に
参
加
し
た
回
数
（
そ
れ
は
最
も
多
い
人
で
三
二
回
、

三
七
頁
。

最
も
少
な
い
人
で
一
回
で
あ
る
。
）
を
、
多
数
意
見
に
参
加
し
た
回
数
に
分



け
（
参
考
図
－
参
照
）
、
つ
ぎ
に
裁
判
官
二
九
名
の
う
ち
任
意
の
一
人
を
と
り
出
し
、
残
り
の
二
八
人
と
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
二
八
の
組
合
わ
せ
を
つ
く
つ
た
。

参考図1

　
　
㎜
σ
σ
㎜

仲
件
2
0
×
x

事
事
1
0
0

　
　
　
A
B
・
…

　
　
　
官

　
　
　
判
仔

　
　
　
裁

注O多数意見に参加した場合
　　×反対意見に参加した場合
　　空白判決に参加しない場合

　　参考図2

　　裁判官A

i＋H
＋同bla＋b
－l　c同c＋d

ia＋clb＋dl

一多数意見に参加し
一反対意見に参加し
噂官Aと裁判官Bの
交度（X）の計算式
　　　　a十（i
X＝
　　a十b十c十d

裁
判
官
B

　
　
合
合
の

　
　
場
場
見

　
　
た
た
意

　
　
し
し
の
式

　
　
加
加
B
算

叫
参
参
官
計
d

＋
意
意
と
X

ー
数
対
A
（

　
　
＋
一
判
致

　
　
　
　
裁
一

　
　
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と
え
ば
、
仮
に
裁
判

官
A
を
と
り
出
し
た
場
合
に
は
、
栽
判
官
A
と
裁
判
官
B
、
裁
判
官
A
乏
裁
判
官
C

と
い
う
形
で
二
八
の
組
合
せ
を
つ
く
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
で
き
た
後
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
組
合
せ
に
つ
い
て
、
意
見
の
一
致
度
を
計
算
し
た
。
そ
の
計
算
に
つ
い
て
、

参
考
図
2
を
参
考
に
し
な
が
ら
説
明
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
仮
に
組
合
わ

せ
が
、
参
考
図
2
の
よ
う
に
裁
判
官
A
と
裁
判
官
B
で
あ
つ
た
場
合
、
参
考
図
2
中

の
a
は
両
者
が
共
に
多
数
意
見
に
組
み
し
た
場
合
で
あ
り
、
b
は
B
が
多
数
意
見
に

A
が
反
対
意
見
に
組
み
し
た
場
合
で
あ
り
。
c
は
A
が
多
数
意
見
、
B
が
反
対
意
見

に
組
み
し
た
場
合
で
あ
り
、
d
は
両
者
が
共
に
反
対
意
見
に
組
み
し
た
場
合
で
あ

る
。
そ
し
て
、
両
者
の
意
見
の
一
致
度
を
み
る
た
め
に
こ
こ
で
採
用
し
た
計
算
式

は
、
両
者
が
共
に
多
数
意
見
で
あ
つ
た
回
数
a
と
両
者
が
共
に
反
対
意
見
で
あ
つ
た

場
合
d
を
加
え
た
帥
＋
α
を
そ
の
両
者
が
共
に
参
考
し
た
全
判
決
回
数
帥
＋
び
＋
o
＋
α

　
で
除
す
る
、
と
い
う
形
を
と
つ
て
い
る
。

　
　
な
お
、
裁
判
官
の
意
見
の
一
致
度
を
見
る
た
め
に
シ
ュ
ー
バ
ー
ト
、
ア
ル
マ
ー
や
ス
パ
ー
ス
ら
シ
ュ
ー
パ
ー
ト
学
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
用
い
た
計
算
方
法
に
フ
ァ
イ
相
関
係
数

が
あ
る
。
フ
ァ
イ
相
関
係
数
は
参
考
図
2
記
号
を
用
い
て
表
わ
せ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
餌
α
ー
び
o

　
　
令
膳
丈
（
卑
σ
×
♀
山
）
（
卑
。
×
σ
＋
α
）

　
　
し
か
し
、
こ
の
式
に
は
や
や
欠
点
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
式
の
値
が
事
実
上
幾
i
嘗
の
値
で
決
ま
つ
て
し
ま
う
た
め
、
呂
の
値
が
過
度
に
重
要
に
な
つ
て
、
こ
の
フ
ァ
イ
相
関

　
係
数
を
実
際
の
場
合
で
計
算
し
て
み
る
と
非
常
に
実
感
と
異
な
る
こ
と
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
本
稿
の
場
合
、
こ
の
式
は
参
考
に
し
な
か
つ
た
。
な
お
、
シ
ュ

　
ー
バ
ー
ト
の
前
掲
論
文
（
第
一
節
注
∬
）
参
照
。

（
5
）
　
U
蝉
く
箆
U
跨
巴
路
ゴ
、
．
円
ぽ
ω
q
頁
o
日
Φ
0
9
旨
9
富
℃
四
員
》
口
国
図
覧
○
量
8
曙
ω
9
q
ざ
、
、
る
8
ゆ
こ
の
論
文
は
未
公
刊
で
あ
る
が
、
の
ち
に
若
干
改
訂
さ
れ

　
て
、
O
一
①
民
呂
ω
魯
g
冨
旨
彗
α
U
四
く
一
α
U
き
Φ
一
ω
匹
（
＆
y
9
ミ
辱
“
ミ
赴
ミ
鳶
＆
黛
ミ
切
罫
黛
ミ
ミ
ス
2
0
名
鴫
o
爵
”
○
籔
o
鼠
O
艮
～
勺
お
器
）
に
収
録
さ
れ
て
い

　
る
。

（
6
）
朝
日
新
聞
、
昭
和
四
一
年
八
月
七
日
付
社
説
。

四

（
1
）
　
℃
一
9
0
0
巴
四
営
餌
p
α
べ
Φ
一
こ
、
ミ
ら
恥
塁
o

鴨
b
馬
ミ
o
ミ
慕
墨
（
誤
話
自
①
y
ご
①
ρ
　
（
邦
訳
『
訴
訟
と
民
主
主
義
』
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六
）
四
五
頁
。

「
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」

七
七

（
七
七
）



『
横
田
喜
三
郎
コ
ー
ト
に
お
け
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
司
法
行
動
」

七
八

（
七
八
）

（
2
）
　
尺
度
解
析
は
、
あ
る
特
定
の
問
題
に
対
し
て
各
人
が
抱
く
態
度
の
強
さ
に
よ
つ
て
順
位
を
つ
け
る
た
め
の
一
つ
の
分
析
手
段
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
あ
る
特
定
の
間
題
に

　
対
す
る
各
人
の
態
度
を
区
別
す
る
た
め
の
一
種
の
「
物
差
し
」
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
田
中
良
久
『
心
理
学
的
測
定
法
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
）
、
　
冒
・

　
の
8
げ
↓
曽
昌
ま
昌
げ
霊
碧
．
、
日
冨
O
仁
旨
三
曾
オ
Φ
ω
o
巴
ぼ
α
q
亀
冒
禽
9
巴
U
o
o
一
ω
一
8
9
、
、
爵
、
ミ
ミ
奪
ミ
肉
ミ
紺
§
〈
o
目
・
お
レ
8
9
毛
ゑ
c
o
o
o
ー
紹
↑
等
を
参
照
の
こ
と
。

ハ　　 　　　　　　
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島
田
信
義
「
刑
事
労
働
事
件
と
最
高
裁
裁
判
官
」
（
『
法
律
時
報
』
四
二
巻
七
号
、
所
収
）
六
六
頁
。

シ
ュ
ー
バ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
の
司
法
行
動
に
お
け
る
政
治
的
保
守
主
義
と
は
、
法
と
秩
序
を
維
持
し
、
現
状
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

最
判
昭
三
六
、
一
二
、
二
〇
刑
集
一
五
巻
一
一
号
一
九
四
〇
頁
。

最
判
昭
三
六
、
六
、
七
刑
集
一
五
巻
六
号
一
〇
一
五
頁
。

鈴
木
忠
一
「
上
告
審
と
し
て
の
最
高
裁
判
所
ー
そ
の
機
能
と
成
果
f
」
（
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
三
八
五
号
、
所
収
）
八
一
頁
。

か
つ
て
、
河
村
大
助
元
裁
判
官
は
筆
者
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
退
官
後
社
会
の
変
化
に
順
応
す
る
の
に
か
な
り
の
時
間
が
か
か
つ
た
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
生
活
が
、
何
年
も
以
前
の
事
件
を
調
べ
る
た
め
に
追
わ
れ
、
社
会
の
変
化
に
対
処
し
に
く
か
つ
た
こ
と
で
あ
つ
た
と
い
う
。

B
・
J
・
ジ
ョ
ー
ジ
、
平
野
竜
一
、
田
宮
裕
編
『
経
験
主
義
法
学
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
）
九
三
頁
。

そ
の
原
因


